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      開 会 午後０時59分 

    ―――――――――――――― 

●村松叶啓委員長  ただいまから、経済観光委

員会を開会いたします。 

 報告事項でありますが、川田委員からは、欠席

する旨、届出がありました。 

 最初に、議案第５号 令和５年度札幌市病院事

業会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第５号を可決すべきものと決定することに

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  異議なしと認め、議案第５

号は、可決すべきものと決定いたしました。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後１時 

      再 開 午後１時１分 

    ―――――――――――――― 

●村松叶啓委員長  委員会を再開いたします。 

  次に、議案第１号 令和５年度札幌市一般会

計補正予算（第５号）中関係分及び議案第40号 

令和５年度札幌市一般会計補正予算（第６号）中

関係分の２件を一括議題といたします。 

 質疑を行います。 

●三神英彦委員  私からは、プレミアム商品券

の新規発行について質問させていただきます。 

 提案いただいた話の中で、この商品券というの

は、市民に公平であるということと、協力いただ

く事業者にとって、ちゃんと協力いただける体制

になっているということが大事だと思います。 

 私からは、どちらかというと事業者目線で質問

させていただきます。早速、最初の質問ですが、

現事業において事業者目線で工夫された点と、実

際に事業者からどのような声が寄せられているか

について伺います。 

●庄中経営支援・雇用労働担当部長  現事業の

工夫点と事業者からの意見についてお答えいたし

ます。 

 令和２年度に実施した商品券事業の課題を踏ま

えまして、現事業では、商品券１枚の額面を

1,000円から500円にすることで、売上単価が小さ

い店舗でも利用されやすいよう配慮いたしまし

た。 

 また、商品券の換金について、使用済みの商品

券の回収受付日から送金までの期間を２週間から

10日間に短縮し、事業者の資金繰りにも配慮した

ところです。 

 一方、商品券の発行枚数の増加に伴い、事業者

からは、商品券のレジでの受け取りや換金手続に

手間や時間を要するといったご意見をいただいて

おり、これらの負担軽減が課題であると考えてお

ります。 

●三神英彦委員  いろいろな改善点がある一方

で、まだ課題が残っているというのは既に認識さ

れているということですね。 

 次の質問ですが、今後、どのような考えの下、

事業者負担の軽減につながる手法としていくつも

りなのか、その方向性について伺います。 

●庄中経営支援・雇用労働担当部長  事業者負

担の軽減につながる事業手法についてお答えいた

します。 

 事業手法を検討するに当たりまして、事業者の

負担を軽減するという観点は重要な要素の一つで

あると認識しており、デジタル技術のさらなる活
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用も視野に入れながら、効果的な負担軽減策を検

討していきたいと考えております。 

 事業者にとっても参加しやすい制度としていく

ことで数多くの店舗の参加を促し、市民の利便性

向上とともに、地域経済の活性化にもつなげてま

いりたいと考えております。 

●三神英彦委員  こういった商品券の発行とい

うのは、多分、今後もいろいろ折を見て続くと思

いますので、しっかり知見を吸収するということ

に務めていただけたらと思います。 

 本市で保福から出てきた敬老健康パスの話です

とか、ほかの事業にも多分つながりがあることに

なっていくと思います。また、国が進めていくマ

イナカードの話にもこの知見はつながっていくも

のだと思いますので、引き続きよろしくお願いし

ます。 

●小口智久委員  私からも、プレミアム商品券

の新規発行について質問をいたします。 

 我が会派では、令和５年11月24日に札幌市へ提

出した物価高騰と経済再生に向けた緊急要望書の

中で、プレミアム商品券の発行について要望をい

たしました。 

 要望後、札幌市からは、本定例会で商品券の新

規発行に係る予算の提案があったことは評価いた

しますが、その制度設計に当たっては、現在行わ

れております商品券事業の検証、本年７月31日か

ら12月31日まで利用できる商品券のことですけれ

ども、そのことが考えられますので、まずは現在

の進捗状況について把握させていただきます。 

 現事業については、さきの令和５年第３回定例

市議会の決算特別委員会において、私から、商品

券の購入及び利用促進に向けた今後の取り組み方

について質問をしたところ、札幌市からは商品券

を一冊も購入されていない方々に対して、商品券

の購入及び利用期限が近づいていることをお知ら

せする通知を11月中旬までに郵送するほか、12月

１日付の新聞広告や商品券公式ホームページなど

で幅広く周知していく予定との回答をいただきま

した。 

 そこで、質問ですが、現事業の購入及び利用促

進に向けた取組結果について伺います。 

●庄中経営支援・雇用労働担当部長  現事業の

購入及び利用促進に向けた取組結果についてお答

えいたします。 

 商品券を一冊も購入されていない約６万人の

方々を対象に、11月６日から11月13日にかけて、

商品券の購入及び利用期限が近づいていることを

お知らせする通知を郵送いたしました。 

 さらに、12月１日付の新聞広告や商品券公式

ホームページでも、商品券の購入及び利用期限が

残り少ないことを幅広く周知してきたところでご

ざいます。 

 その結果、１日当たりの商品券の購入数は増

え、さきの決算特別委員会で購入冊数は約115万

冊とお答えいたしましたが、直近の購入状況は約

138万冊と20万冊以上増加し、購入に係る進捗率

は約92％となり、商品券購入の促進が図られたも

のと考えております。 

●小口智久委員  現事業の購入及び利用促進に

向けた取組結果については理解いたしました。 

 達成率92％については、現在、まだ実施中とい

うことでございますので、何とも言えませんが、

事業終了時にも達成率に対する検証は続けていた

だきたいと思います。 

 また、新規発行の手法につきましては現在検討

中と伺っておりますが、現事業においては、商品

券の購入に時間がかかるといった声、一部の販売

所においては混雑のため購入をためらったケース

など、商品券の購入に関する不満の声があったと

聞いております。 

 今回の商品券の新規発行は物価高騰対策の一環

として実施されるものですので、市民の利便性向

上につながる事業手法を検討していくことが重要

だと考えます。 

 そこで、質問ですが、商品券の新規発行に当た

り、購入者にとってよりよい事業手法をどのよう
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に検討していくのかについて伺います。 

●庄中経営支援・雇用労働担当部長  購入者に

とってよりよい事業手法についてお答えいたしま

す。 

 現事業につきましては、公正に、かつ多くの市

民の方々に購入していただけるよう事前の申込み

制としたほか、市民のライフスタイルやニーズの

多様化に合わせた手法とするため、24時間購入で

きるよう販売所を設置いたしました。 

 しかしながら、委員がご指摘のとおり、購入に

時間がかかるなど、商品券の購入に関する不満の

声もいただいたところです。 

 このようなことを踏まえまして、現事業の課題

を整理し、他都市の事例も調査しながら、できる

限り多くの市民の利便性向上につながる手法を検

討していくとともに、事業者への配慮も必要とな

ることから、市民及び事業者の双方にとってより

よい事業手法の検討を進めてまいりたいと考えて

おります。 

●小口智久委員  商品券事業において、早期実

施、公平性、利便性、また、事務費低減など、全

ての方々に納得いただく制度の構築は大変難易度

の高い作業であることは認識しておりますが、

様々なケースを想定した上で、事業手法の検討を

しっかり行っていただきたいと思います。 

 また、周知に関しては、プレミアム商品券が使

えますと告知した店頭ポスターを見て事業を知っ

たという方もおられますので、できることなら店

舗の協力を得て商品券販売前にポスターを掲示い

ただけると広く知れ渡るのではないかと思いま

す。 

 商品券事業により、多くの市民に物価高騰支援

策が届くよう要望して、質問を終わります。 

●村松叶啓委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第１号中関係分及び議案第40号中関係分の

２件を可決すべきものと決定することにご異議ご

ざいませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  異議なしと認め、議案２件

は、可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第６号 令和５年度札幌市中央卸売

市場事業会計補正予算（第１号）を議題といたし

ます。 

 質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第６号を可決すべきものと決定することに

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  異議なしと認め、議案第６

号は、可決すべきものと決定いたしました。 

 次に、議案第26号 札幌市中小企業融資制度に

係る損失補償契約による回収納付金を受け取る権

利の放棄に関する条例案を議題といたします。 

 質疑を行います。 

●三神英彦委員  新型コロナウイルス感染症に

続き、昨今は、物価高騰等の影響を受ける中、過

剰債務により経営困難に陥る事業者の増加が懸念
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されているところです。 

 そして、このたび提案された条例に関しては、

経営困難に陥った事業者のうち、事業再生や廃業

後の再チャレンジの可能性が高いと認められるな

ど一定の要件を満たす場合に、ほかの金融債権者

による債権放棄と同時に、札幌市が持つ回収納付

金を受け取る権利を放棄することができるように

定めるとのことです。 

 債権放棄が事業者の再生や再チャレンジにつな

がり、ひいては地域経済の振興に資するとのこと

ですが、まず、本条例制定の必要性について伺い

ます。 

●庄中経営支援・雇用労働担当部長  条例制定

の必要性についてお答えいたします。 

 本条例は、市内の中小企業者が迅速かつ円滑に

事業再生や再チャレンジなどに取り組むことがで

きるよう支援し、もって地域経済の振興に資する

ことを目的としております。 

 債権放棄に係る個別の議案を提出する場合には

事業者名を公表せざるを得ず、そのことにより信

用低下を招く可能性があり、経済的損失を防ぐた

めには匿名性の確保が重要となります。 

 また、原則として全ての金融債権者が同時に合

意しないと債権放棄ができないことから、機動的

な対応も求められます。 

 さらに、感染症の流行も含めた大規模災害の場

合には、同時期に多数の事案への対応も想定され

るところです。 

 このように、匿名性の確保、機動的な対応、災

害の備えという三つの理由から、個別に議決を経

ることなく、本条例に基づき速やかな対応が必要

となるものでございます。 

●三神英彦委員  仮に同様の事案があった場合

に個別の議決をもって判断することになっていた

のが、条例を制定することによって、議決を経

ず、市長の判断により債権放棄を行うということ

ですね。 

 次の質問ですが、求償権の放棄を申し出る事業

者に対して迅速な対応が必要となる理由につい

て、改めて伺います。 

●庄中経営支援・雇用労働担当部長  迅速な対

応の必要性についてお答えいたします。 

 求償権の放棄を申し出る中小企業者は、再生支

援等を行う専門機関や専門家の支援を受け、債務

の免除を伴う再生計画や弁済計画を策定すること

となります。 

 例えば、計画策定過程において支援を表明する

スポンサー企業がいる場合、その企業が設定する

期限内に全ての金融債権者の合意が条件となるこ

とから、札幌市の権利放棄の承認が遅れることに

より計画そのものが頓挫する可能性があります。 

 再生や廃業の手続を支援する局面では、計画の

頓挫だけではなく、時間の経過による計画実行の

遅れやさらなる財務状況の悪化など、企業価値の

低下を防ぐことが重要となります。 

 そのため、金融機関や、既に条例を整備してい

る北海道など、対象事業者を取り巻く支援関係者

が足並みをそろえた迅速な対応が必要となること

から、本条例により体制整備を行うものでござい

ます。 

●三神英彦委員  多分、本市に限らず、民間の

テンポ感に対して、いろいろな行政機関の手続だ

とかという部分が阻害する場合があるというのが

今回のケースなのかなというふうに思います。 

 一方で、再チャレンジする会社というのが、価

値があるのかないのかという見極めはすごく難し

いと思うのです。それは、本市が、実際にこのま

ちの中でどんな経済状態になっているのかという

のを見極める上でもすごく大事になると思います

ので、そういった最初のきっかけを金融機関に任

せるのではなくて、きちんと情報を取って、それ

もまた情報としてプールいただけるように、引き

続きよろしくお願いします。 

●森 基誉則委員  私からは、いわゆる求償権

放棄条例について、条例制定が求められている理

由と私的整理による廃業について伺わせていただ
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きます。 

 昨今の報道でも、約30の都道府県が同様の条例

を制定しているということでした。北海道も、昨

年末に、国からのガイドラインに沿った改定を

行っています。政令市においても、昨年度、福岡

市や北九州市が制定しており、未整備の自治体に

おいても制定の動きが出ていると聞いています。 

 このように、近年、条例制定の機運が全国的に

高まってきているのが見てとれます。 

 そこで、質問です。 

 今、条例制定が求められている理由は何なの

か、伺います。 

●庄中経営支援・雇用労働担当部長  今、条例

制定が求められている理由についてお答えいたし

ます。 

 国からは、自治体に対して、従前より条例を整

備するよう依頼されておりましたが、新型コロナ

ウイルス感染症に加え、物価高騰などの影響によ

り、廃業の増加が懸念されている中、令和４年３

月策定の中小企業の事業再生等に関するガイドラ

インにより、新たな事業再生及び廃業の私的整理

が示され、国からも改めて条例制定の協力依頼が

出されたところです。 

 このような現状を踏まえ、札幌市といたしまし

ても、条例を制定することにより、中小企業者の

事業再生や再チャレンジなどに対する支援が迅速

かつ円滑に図られるものと考えているところでご

ざいます。 

●森 基誉則委員  国においては、ガイドライ

ン等により私的整理による廃業も示されており、

条例制定の協力依頼も来ていたというお話をいた

だきました。失敗しても、再チャレンジできる環

境整備を推し進めていくということは非常に重要

なことだと考えています。日本人の気質なのか、

過度に失敗を恐れる、避ける、そういった傾向が

強いように思いまして、ただ、人間というのは、

失敗や挫折、時には屈辱みたいなものから得られ

る苦々しい感情も経験しなければ成熟しないとい

うのは多くの人が知る事実です。努力の結果、失

敗してしまった人が再度チャレンジしたいときに

は、札幌市としても応援できるような体制を整え

るべきではないでしょうか。 

 北海道においても既に条例を整備している状況

であり、本市も条例を整備することで市内事業者

に対する環境整備が整うことになると考えます。

様々な事情で再生に向かえない事業者もいると想

定される中、事業再生のみならず、私的整理によ

る廃業も対象とすることは、経営者にとっては非

常に意味のあることだと思います。 

 そこで、質問です。 

 私的整理による廃業の地域経済に与える影響及

び条例の対象として定めた意義を伺います。 

●庄中経営支援・雇用労働担当部長  私的整理

による廃業についてお答えいたします。 

 破産や会社更生などの法的整理による廃業とな

れば、その時点で全ての取引が停止するほか、株

価の下落や従業員の突然の解雇なども想定され、

地域経済への影響が非常に大きなものとなりま

す。 

 一方、私的整理の場合、取引先が有する債権や

従業員の給与などの一般債権は、放棄の対象では

なく、廃業する中小企業者の資産で弁済されるこ

とが前提となっており、取引先の連鎖倒産の回避

や地域の雇用維持にも配慮されております。 

 このように、私的整理のほうが債権者及び債務

者の双方にとって相当性や合理性があり、地域経

済の安定に資すると認められることから、私的整

理による廃業についても本条例の対象にするもの

でございます。 

●森 基誉則委員  債権放棄に伴う私的整理に

よる廃業が地域経済の安定や振興に資することは

理解しました。 

 確かに、規模や業種によっては連鎖倒産なども

考えられますので、そういった対策を講じる必要

があると私も思います。 

 本条例は、事業の再生支援のみならず、廃業後
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の再チャレンジの支援等を目的としている点でも

重要であると認識しています。よく失敗は成功の

母と言いますが、起業や経営にも当てはまること

も多いと思います。新たな挑戦がしやすいまちと

なるべく、各方面から再チャレンジがより一層許

容されるような社会となるような環境づくりに引

き続き取り組んでいただくよう要望し、質問を終

わります。 

●丸山秀樹委員  私からも、求償権放棄条例に

ついて、簡潔に質問をさせていただきます。 

 コロナ禍に行われた実質無利子、無担保融資な

どの新型コロナ融資によって、過剰債務状態に

陥った中小企業の出口戦略としても注目されてお

ります、先ほど庄中部長からもお話がございまし

た中小企業の事業再生等に関するガイドライン

は、2022年４月の運用開始から１年半を経過して

いるところでございます。 

 直近の民間調査会社の実態調査によれば、同ガ

イドラインの活用は、運用開始から１年半で、全

国で145件ということでございます。まだ件数や

利用状況を評価するのは難しいところもあります

けれども、徐々に広がっているものと推察いたし

ます。 

 今後、事業者が経営困難に陥った場合、多くの

企業や経営者がこのスキームを利用し、債務免除

を望むものと考えますが、どの程度の事業者が求

償権の放棄を申請すると想定しているのか、まず

伺いたいと思います。 

●庄中経営支援・雇用労働担当部長  求償権放

棄の想定件数についてお答えいたします。 

 本条例の対象となる債権放棄は、単に債務を免

除するものではなく、中小企業者の事業再生や再

チャレンジの可能性のほか、経済合理性や地域経

済への影響を考慮した上で中立的な立場の専門機

関等が関与して策定された計画に基づき免除する

ものであり、法的整理によらない支援としては最

終手段となるものでございます。 

 このようなことを踏まえると、物価高騰などの

影響が続く中、事業再生等の支援を必要とする中

小企業者が増えてくる可能性はありますが、北海

道では、条例を制定した令和２年度以降、債権放

棄の事例は２件であり、本条例の制定を契機とし

て、求償権放棄の申請が急増するものではないと

想定しております。 

●丸山秀樹委員  北海道の条例制定からでは２

件であった、それで、このたびの条例制定によっ

て申請件数が急増することは札幌市としても想定

していないという答弁であったというふうに思い

ます。 

 新型コロナウイルスの感染拡大によって、経済

活動や行動が制限をされ、業績が悪化した中小企

業を支援する目的で2020年に始まった政府系金融

機関と民間金融機関によるコロナ関連融資制度

は、2022年９月に各金融機関での受付が終了して

おります。この利子補給によって、利払いが実質

免除される融資実行から３年目を区切りにして返

済開始となる企業が増えているかと思います。 

 そうした中、急激な物価上昇や人手不足で業績

が思うように伸びず、債務に苦しむ事業者も昨今

増えており、民間調査会社による道内における国

のゼロゼロ融資の借入残高を有する企業への意識

調査では、今後、返済開始を迎えるに当たり、約

１割の企業が不安を抱えていると回答いたしてお

ります。 

 借入金の返済に窮し経営困難に陥る事業者の支

援として、本条例に係る債務減免を伴う再生や廃

業支援は、先ほどもお話がございましたように、

最終手段になるということから、事業者が借入金

の返済に窮し経営困難に陥る前に、いかに相談対

応や支援につなげられるかが大変重要であると考

えます。 

 そこで、質問ですが、そこに至る前にどのよう

な支援を行っていくのかをお伺いいたします。 

●庄中経営支援・雇用労働担当部長  求償権放

棄に至る前の支援についてお答えいたします。 

 札幌市では、経営に不安を抱える中小企業者へ
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の支援として、札幌市中小企業支援センターにお

いて、中小企業診断士等による各種相談を行って

おります。 

 この相談の中では、売上げや利益の減少に対応

する景気対策支援資金や、国のコロナ借換保証を

利用する伴走型経営改善資金をはじめとした札幌

市融資制度の活用をご案内するなど、資金繰りに

対する支援についても併せて行っているところで

す。 

 また、取引金融機関では、事業再構築や経営改

善指導といった伴走型支援がなされているほか、

本条例に係る計画を策定する再生支援機関等にお

いても経営改善支援などが実施されております。 

 このような支援を通じて、求償権放棄に至る前

に、関係する金融機関や再生支援機関等と緊密な

連携を図りながら、コロナ禍や物価高騰などで苦

境に陥っている中小企業者に寄り添った対応を

行ってまいりたいと考えているところでございま

す。 

●丸山秀樹委員  事業の再生支援の局面にあり

ましては、金融機関をはじめ、今、答弁がござい

ましたように、中小企業センターなどの各種機関

との連携と伴走型の支援は大変重要であるという

ふうに考えます。 

 債権放棄を伴う支援の必要性については十分理

解をするところですが、その前段においていかに

事業者の声を受け止め、早期に必要な機関に引き

継ぐことができるかが大変重要であり、ついて

は、ぜひとも、関係機関ともしっかり連携を取っ

て、事業者の悩みに寄り添った事業者の救済、再

生に取り組んでいただくことを求めて、質問を終

わります。 

●村松叶啓委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、討論を終了いた

します。 

 それでは、採決を行います。 

 議案第26号を可決すべきものと決定することに

ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  異議なしと認め、議案第26

号は、可決すべきものと決定いたしました。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後１時29分 

      再 開 午後１時30分 

    ―――――――――――――― 

●村松叶啓委員長  委員会を再開いたします。 

 次に、札幌市交通事業経営計画の改定案につい

てを議題とし、資料に基づき、理事者から説明を

受けます。 

●川本事業管理部長  本日は、札幌市交通事業

経営計画改定案につきまして、お配りしています

Ａ３判の札幌市交通事業経営計画改定版概要に

沿ってご説明をさせていただきます。 

 なお、本日の委員会で皆様にご報告させていた

だいた後、パブリックコメントにかけて、年度内

に完成させる予定でございます。 

 それでは、資料１ページ目の左上、１ 経営計

画の改定目的、考え方、位置づけをご覧くださ

い。 

 10月２日の経済観光委員会の際にご説明させて

いただいた骨子案と同様ですが、新型コロナウイ

ルス感染症などによる経営環境の変化を受け、後

半５年間の取組を着実に実施するために、今後10

年間の長期収支を改めて見直していくこととして

おります。 

 左下に移りまして、２ 経営理念、経営方針、

投資方針をご覧ください。 
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 経営計画改定に当たりましては、経営環境が変

わっても安全で確実な輸送サービスを提供すると

いう交通局の責務をしっかりと果たしていかなけ

ればなりませんので、（１）経営理念、（２）経

営方針の四つの視点は堅持していくとともに、社

会情勢の変化に合わせて新たな取組を加えてまい

ります。 

 内容としては、建設改良費の（３）投資方針の

①から④のとおり、安全・安心を最優先としなが

ら施設設備を長寿命化していくことを基本とし

て、環境負荷低減、一層のバリアフリー対応に注

力してまいります。 

 また、増収に向けた取組も積極的に行ってまい

ります。 

 次に、資料の右側に移りまして、３ 地下鉄・

路面電車の現状をご覧ください。 

 上下の二つのグラフは、上が地下鉄、下が路面

電車の乗車人員や収入の推計です。 

 両方とも、新型コロナウイルス感染症の影響で

令和２年度にかけ大きく落ち込み、以降、徐々に

回復傾向となっております。これに札幌駅周辺の

再開発や新幹線延伸の効果を加え、さらに積極的

に観光需要を取り込むことで、新たに目指す乗車

人員は、地下鉄では58万人、路面電車では２万

4,000人としています。 

 続きまして、２ページ目、４ 当初計画の進捗

状況と評価をご覧ください。 

 現時点における当初計画の中間評価をしていま

す。 

 １番目の地震対策の推進や、２番目の土木構造

物の保全など、安全に関わる部分については、最

も重要な取組として着実に進めてまいります。一

方、上から６番目にある駅の美装化を図る地下鉄

のリフレッシュのように、新型コロナウイルス感

染症による経営状況の悪化を受け一時凍結したも

のや、その下のトイレの洋式化など、入札不調の

影響で進捗に遅れが見られるものもありますが、

目標達成に向け、努力を続けているところでござ

います。 

 続きまして、右下の５ 当初計画の収支目標の

達成状況をご覧ください。 

 こちらは、コロナ禍の減収を受けて、いずれの

指標も達成困難となっています。例えば、地下

鉄、路面電車ともに、企業債残高については、令

和４年度の経営計画値よりも抑制されています

が、入札不調などで事業が進んでいないことによ

るもので、進捗状況は丸とはせず、三角としてお

ります。 

 続きまして、３ページ目、６ 長期収支の見通

し【高速電車事業】の（１）長期収支、収支目標

の上の表をご覧ください。 

 経常収支については、札幌駅周辺の再開発に伴

う乗車料収入の増加や電気料金の一定期間の高騰

を想定し、中ほどの差し引きの欄のとおり、黒字

は維持できるものの、人口減少や減価償却費の増

加に伴い、黒字幅は減少していく見通しとなって

います。 

 また、黄色の企業債については、特別減収対策

企業債は減少していきますが、南北線さっぽろ駅

のホーム増設や車両基地の耐震改修等を進めてい

くため、全体の残高はほぼ横ばいに推移していき

ます。 

 その下の収支目標をご覧ください。 

 コロナ禍の減収や電気料金などの高騰を受け、

例えば、三つ目の資金過不足額においては、改定

前の「実質資金不足を2027年度に解消」から「資

金不足を発生させない」に改めております。 

 次に、一番下の（２）主な取組をご覧くださ

い。 

 南北線さっぽろ駅ホーム増設、南北線5000形車

両更新、そして、車両とホームの段差隙間縮小と

いったお客様の利便性向上や老朽更新などの取組

を進めていきます。 

 続いて、資料の右側に移りまして、７ 長期収

支の見通し【軌道事業】の（１）長期収支、収支

目標をご覧ください。 
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 上下の二つの表は、上が交通事業振興公社が

担っている軌道運送事業、下が交通局が担ってい

る軌道整備事業の収支になります。その間のグラ

フは、上の運送事業者における運賃改定のシミュ

レーションでございます。 

 前回の経済観光委員会の骨子案から変更はな

く、青い線のとおり、現行の200円の運賃のまま

では資金不足に陥る見込みで、持続可能な経営と

するためには、オレンジ色の線の230円まで運賃

を改定する必要があります。 

 上の運送事業者の表をご覧ください。 

 これは、230円の運賃改定を前提としたもので

すが、下から３行目の経常収支差引のとおり赤字

が続きますので、バリアフリー化などにより利用

者の利便性の向上を図り乗客誘致を進めるととも

に、毎年の予算編成や予算執行の中で収支改善に

取り組んでまいります。 

 また、下の整備事業者の表をご覧ください。 

 中ほどの経常収支差引のとおり、令和10年度に

黒字となり、資料には数字を載せておりません

が、上下を合算しますと、軌道事業全体でもやや

黒字となる状況で推移してまいります。 

 その下の収支目標をご覧ください。 

 これは下の軌道整備事業のものですが、先ほど

お伝えした経常収支については、改定前の「令和

８年度に黒字化」から「令和10年度に黒字化」に

改めております。 

 一番下の（２）主な取組をご覧ください。 

 低床車両の導入とありますが、車両の老朽更新

に併せて、バリアフリー対応の低床車両の導入を

計画的に進めてまいります。 

 続きまして、４ページ目、８ 計画期間の主な

取組をご覧ください。 

 既に触れたものも含めて、計画期間における主

な取組を一覧にしていますので、参考にしていた

だければと思っております。 

●村松叶啓委員長  それでは、質疑を行いま

す。 

●森 基誉則委員  私からは、路面電車の運賃

改定について伺っていきます。 

 10月２日の経済観光委員会において、2019年に

策定した交通事業経営計画について、新型コロナ

ウイルス感染拡大など経営環境の変化を受け、後

半５年間の取組を今後10年間の収支を見据えた上

で見直すという説明をいただきました。 

 我が会派からは、路面電車の経営改善に向けた

取組について質問させていただきまして、企業と

のパートナー契約の締結や車両のラッピング広

告、貸切り電車の販売促進など、乗車料収入以外

の増収に向けた取組も積極的に行っていくという

答弁をいただいたところです。 

 また、12月５日の代表質問においても、路面電

車の安定的な運営について札幌市の考えを聞き、

路面電車は市民の生活交通を守るもの、そして、

まちの魅力を高める重要な都市基盤であるとの認

識に加え、安定的な運営に向けては、改めて運賃

改定への市民理解を得られるよう努めていくとい

う見解を伺いました。 

 ただ、最近では、路面電車を見かけますと、コ

ロナ禍前と変わらないくらい乗客がいるように見

えまして、私の肌感覚で恐縮なのですけれども、

経営状況が改善しているのではないかと感じてい

ます。 

 そこで、質問です。 

 直近の乗車人員と乗車料収入の状況について伺

います。 

●川本事業管理部長  路面電車の直近の乗車人

員と乗車料収入の状況についてお答えいたしま

す。 

 令和５年度の路面電車の１日当たりの平均乗車

人員は、10月までの実績では２万2,511人、乗車

料収入の累計は８億3,800万円となっておりま

す。 

 これは、コロナ禍前の令和元年度の実績と比較

いたしますと、乗車人員では1.7％減、乗車料収

入では、ＳＡＰＩＣＡポイントの見直しの効果も
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あり、4.1％増となっております。 

 なお、10月分のみを令和元年度と比較いたしま

すと、乗車人員では1.5％増、乗車料収入では

7.6％増と、さらに回復している状況にございま

す。 

●森 基誉則委員  乗車人員については、10月

時点で、コロナ禍前の水準まで回復してきている

ということでした。これは、まちの活気が戻って

きている一つの表れだと思うわけなのですけれど

も、乗車料収入についても、ＳＡＰＩＣＡポイン

トの見直しもあり、コロナ禍前を上回っていると

いうことでした。 

 となると、次の質問をさせていただこうと思う

のですが、乗車料収入がコロナ禍前を上回ってい

るというのであれば、なぜ運賃改定の必要がある

のか、伺います。 

●川本事業管理部長  乗車料収入がコロナ禍前

を上回っているのに運賃改定が必要な理由につい

てお答えいたします。 

 現在の乗車料収入はコロナ禍前の水準を上回っ

ておりますが、運賃改定をせずに収支が均衡する

当初の経営計画と比較いたしますと、10月までの

実績において3.5％減となっており、収支が均衡

する水準には至っておりません。 

 これに加え、原油価格や天然ガス価格の高騰を

受け、路面電車の動力となっている電気料金が値

上がりし、さらに、資材価格や労務単価の上昇に

より、軌道の維持管理にかかる費用についても増

えており、当初の経営計画と比べ、年１億5,000

万円程度の経費が増加する見込みとなっておりま

す。 

 そのため、乗車料収入は回復傾向にあるもの

の、依然として厳しい経営状況であり、持続可能

な軌道事業としていくためには、運賃改定により

利用者の皆様にご負担をいただくことが必要であ

ると考えております。 

●森 基誉則委員  電気料金とか資材価格、労

務単価の高騰は確かにありますね。ただ、これは

各家庭においても状況は同じような感じで、食料

品、光熱費なども高騰している中、今回の運賃改

定により、さらに市民の負担が増えることについ

ては、我が会派としても大変憂慮しているところ

です。 

 一方、札幌市路面電車活用計画によりますと、

利用者負担だけではなく、税負担も含め、事業の

収支不足を解消していくとありました。 

 そこで、質問です。 

 路面電車に対する税負担の考え方について伺い

ます。 

●川本事業管理部長  路面電車に対する税負担

の考え方についてお答えいたします。 

 路面電車事業に対する税負担については、札幌

市路面電車活用計画によると、国の補助制度を有

効に活用しながら、低床車両の導入や道路の拡幅

に伴う停留場のバリアフリー化など、新たな設備

投資に対して行うこととしております。 

 これによりお客様の利便性向上が図られ、乗車

人員の増加につながるとともに、交通局における

設備投資負担が軽減し、企業債の発行も抑制され

るなど、経営面においても税負担が大きな支えと

なっております。 

●森 基誉則委員  今、ご答弁いただいた、低

床車両の導入とか、バリアフリー化とか、新たな

設備投資を税負担によって賄っているというこ

と、また、先ほど質問した運賃改定の必要性や背

景について市民理解を得るというのは、なかなか

難しいのではないかなと感じております。 

 10月２日の経済観光委員会でも要望をさせてい

ただきましたが、特に大きな影響を受ける中央区

民には、丁寧に説明し、理解をいただくべきと考

えます。 

 そこで、質問です。 

 路面電車の運賃改定に係る町内会などの地域へ

の説明について、今後どのように行っていくの

か、また、もし既に行っているというところがあ

りましたら、どのような意見が出ていたのか、伺
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います。 

●川本事業管理部長  町内会などへの地域への

説明をどのように行っていくのかについてお答え

いたします。 

 運賃改定については、地域の理解を得ていくこ

とが重要と考えていることから、12月５日に、中

央区の連合町内会連絡協議会、行政懇談会におい

て、運賃改定の必要性について説明を行ったとこ

ろでございます。 

 その中で、地域の方からは、路面電車は都心活

性化の鍵となるので、次世代にもつなげていって

ほしいとの希望とともに、運賃を今よりも安くし

て、もっと利用してもらうことによりまちの活性

化に役立てるべきだとの意見がございました。 

 交通局としても、乗車人員を増やし、持続可能

なものとしていくという思いは同じであることか

ら、路面電車の歴史とともに歩んできた沿線住民

の方々と一緒に、より一層、まちづくりへ活用し

ていくことの大切さを改めて感じたところでござ

います。 

 今後とも、長年愛されてきた路面電車を日常的

に利用していただくことのお願いも含め、運賃改

定について、希望する町内会などに丁寧な説明を

行っていきたいと考えております。 

 なお、令和６年12月からの運賃改定を目指し、

現在、北海道運輸局への認可申請に向けた準備を

進めているところであり、申請は４月頃を予定し

ております。 

 その際には、改めて、リーフレットやホーム

ページなど様々な媒体を通じて広く周知をしてま

いりたいと考えております。 

●森 基誉則委員  値上げではなく、値下げす

るというアイデアは面白いですね。 

 今回は30円の料金改定ですけれども、往復だと

60円で、月20日ほど利用するとなれば1,200円、

これが１年だと１万4,400円の支出増となるわけ

ですから、利用者の立場に立った市民への丁寧な

説明をお願いしまして、交通事業経営計画の改定

案に関連した質問を終わります。 

●丸山秀樹委員  私からは、地下鉄の車内防犯

カメラの設置についてと、新たな乗車システムの

検討についてを伺いたいと思います。 

 最初に、地下鉄の車内防犯カメラの設置につい

て伺います。 

 令和３年、東京の小田急線や京王線の車内で刺

傷事件が相次ぎ、鉄道利用者の安全・安心が大き

く損なわれる事態になったことは記憶に新しいと

ころでございます。 

 令和５年９月には、国土交通省令が改正され、

地下鉄などの鉄道車両に車内防犯カメラの設置が

義務づけられました。この中では、今後、新造車

両が対象となること、輸送密度が10万人未満の路

線は対象外であることなどが規定をされたところ

でございます。 

 こうした中、ＪＲ各社では車内防犯カメラの設

置が進められており、本市においても、札幌市交

通事業経営計画改定の骨子案の主な取組として、

東西線・東豊線車内の防犯カメラ設置が記載をさ

れているところであります。 

 そこでまず、質問ですが、地下鉄の車内防犯カ

メラの設置について、他の鉄道事業者の状況と本

市における検討状況についてお伺いをいたしま

す。 

●池田技術担当部長  地下鉄の車内防犯カメラ

の設置について、他の鉄道事業者の状況と本市に

おける検討状況についてお答えいたします。 

 他の鉄道事業者の車内防犯カメラの設置状況

は、義務化となります東京メトロ、大阪メトロ、

名古屋市、東京都、横浜市、神戸市、埼玉高速鉄

道の７事業者に加え、義務化とはならない京都

市、福岡市の２事業者でも設置が進められており

ます。 

 また、新造車両への設置は義務化の対象とされ

てはおりますが、多くの事業者で既存車両にも設

置が進められている状況にございます。 

 本市の地下鉄路線につきましては、南北、東
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西、東豊の３路線とも、車内防犯カメラの設置基

準である輸送密度10万人未満であり、設置義務の

対象外とはなっておりますが、車内での犯罪や迷

惑行為、マナー違反を未然に抑止するためにも、

車内防犯カメラの設置の検討を進めているところ

でございます。 

●丸山秀樹委員  本市の地下鉄につきまして

は、輸送密度の基準としては義務化対象外である

ということでございましたが、多くの鉄道事業者

でも車内防犯カメラの設置が進められており、本

市においても、車内での犯罪や迷惑行為、マナー

違反を未然に抑止する目的で設置を計画している

とのことでございました。 

 昨日の午後に、これは車内ではなかったですけ

れども、構内で喫煙をされた方が駅員の方を蹴り

上げたというような暴行事件が起きたという報道

があって、改めてお見舞いを申し上げるところで

もございますけれども、こうした地下鉄３路線で

も多数の車両がありますことから、車内防犯カメ

ラの設置に当たっても、やはり計画的に着実に事

業を実施していく必要があるものと考えます。 

 そこで、質問をいたしますが、本市の地下鉄の

車内防犯カメラ設置に関する計画と設置スケ

ジュールについてお伺いいたします。 

●池田技術担当部長  本市の地下鉄の車内防犯

カメラの設置に関する計画、設置スケジュールに

ついてお答えいたします。 

 東西線、東豊線につきましては、現在の車両を

改修し車内防犯カメラを設置する計画とし、令和

10年度までに東西線、東豊線の全44編成248両に

設置する予定でございます。 

 設置する車内防犯カメラにつきましては、録画

機能を有するものとし、改修が容易となるよう車

内の照明器具に設置するものとし、女性と子ども

の安心車両の設定がない東豊線車両から設置する

ことと考えております。 

 東西線車両につきましては、車内照明のＬＥＤ

化改修に併せて車内防犯カメラを設置する計画と

しております。 

 なお、南北線につきましては、現在の5000系車

両の更新に併せて、新造車両に車内防犯カメラを

設置する検討を進めているところでございます。 

●丸山秀樹委員  東西線や東豊線につきまして

は、令和10年までに既存の車両に車内防犯カメラ

を設置する計画であるということ、そして、南北

線については、現在の5000系車両の更新に併せて

新型車両に設置する検討を進めていくという答弁

であったというふうに思います。 

 経営計画改定の骨子で示された計画を達成し、

社会や乗客の要請に合わせ、経営状況も踏まえて

いただきながら、しっかりと取組を進めていただ

きたいと思います。 

 地下鉄の車内防犯カメラの設置に当たっては、

個人情報保護の観点から、記録映像の保管、管理

に慎重な配慮が求められるところでもあります。 

 また、市民理解を得るためにも、丁寧な周知も

必要と考えるところです。 

 そこで、質問ですが、個人情報保護に配慮した

取組とその考え方についてお伺いをいたします。 

●池田技術担当部長  個人情報保護に配慮した

取組の考え方についてお答えいたします。 

 地下鉄の車内防犯カメラにつきましては、プラ

イバシーや個人情報保護に配慮し、札幌市防犯カ

メラの設置及び運用に関するガイドラインの内容

に準じて管理基準を定めるなど、適正な運用を進

めていきます。 

 また、車内防犯カメラの設置の趣旨を市民の皆

様にご理解いただけるよう、丁寧な周知に努め、

安心して地下鉄をご利用いただけるよう努めてま

いります。 

●丸山秀樹委員  地下鉄の車内防犯カメラにつ

きましては、個人情報保護に配慮をいたしまし

て、札幌市防犯カメラ設置及び運用に関するガイ

ドラインの内容も考慮しながら運用を進めるとい

う答弁だったというふうに思います。 

 ぜひとも、経営計画に合わせて着実に車内防犯
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カメラを設置し、車内犯罪の抑止と地下鉄を利用

する市民の一層の安全・安心の確保に取り組んで

いただくことを求めて、地下鉄の車内防犯カメラ

の設置についての質問は終わりたいと思います。 

 次に、経営計画の改定版にあります多様な決済

方法の研究についてお伺いいたします。 

 公共交通の多様な決済方法の一つとして、クレ

ジットカードのタッチ決済がありますが、このク

レジットカードのタッチ決済は、現金や交通系Ｉ

Ｃカードを利用することなくクレジットカードに

よる乗車が可能になることから、特に海外からの

旅行者などの利便性が図られ、観光時などの移動

がスムーズになるために、サービス向上につなが

るものと考えられます。 

 札幌市におきましては、札幌市観光統計データ

として、来札観光客数が速報で公表されておりま

すけれども、2023年度の４月から６月の来札観光

客数は約334万人、前年度同時期の期間約267万人

から比較すると約67万人が増加して、また、23年

度の４月から６月の外国人宿泊者数は約22万

7,000人、前年同時期の約5,000人から比較すると

約22万2,000人も増加しているということで、イ

ンバウンドなどの影響もありまして、観光客は確

実に増えてきているというふうに感じるところで

もあります。 

 今後、観光などによる来札客は増加が期待され

るところであり、一層、タッチ決済などのニーズ

は高まっていくものと考えます。 

 また、全国的なタッチ決済導入の動きとして、

インバウンドが主に利用する観光用のバスや路面

電車で導入が進められているほか、ＪＲ九州や南

海電鉄、首都圏の東急電鉄などでも実証実験を開

始したとの報道があり、本格導入に向けて検討す

る事業者は増えてきているところかと思います。 

 そこで、質問ですが、全国的にタッチ決済の実

証実験などの動きが見られますが、交通局として

どのように捉えていらっしゃるのか、お伺いいた

します。 

●川本事業管理部長  全国的なタッチ決済の実

証実験について、交通局としてどのように捉えて

いるのか、お答えいたします。 

 タッチ決済などの実証実験の導入状況について

は、ＪＲや私鉄なども含め、広く公共交通機関を

対象として情報収集を行っており、特に、他都市

の公営地下鉄事業者については、実証実験の手法

や効果など、より詳細な内容の把握を行っており

ます。 

 具体的には、福岡市の地下鉄については、タッ

チ決済の実証実験を令和４年５月から、当初、全

36駅中７駅で開始し、令和５年３月からは対象駅

を全駅に拡大したことで、僅か３か月後の６月に

は利用件数が12万件を超え、現在、国内外の多く

の方々に利用されていると聞いております。 

 ほかにも、神戸市の地下鉄においては、大阪関

西万博などによる国内外の来訪者の増加を見据

え、令和６年４月から地下鉄全26駅で本格導入す

ると聞いております。 

 タッチ決済などの乗車方法については、インバ

ウンドをはじめとする利用者の利便性向上や地下

鉄への利用促進にもつながると考えており、その

導入の必要性については認識していることから、

今回の経営計画改訂版に記載したところでござい

ます。 

●丸山秀樹委員  ただいまの答弁からも、交通

局でも本当に実証実験をされているところ等の情

報収集にかなり当たられているという感覚も得る

ことができました。タッチ決済の導入の必要性に

ついて、かなり認識もされてらっしゃると感じる

ところでもございます。 

 現在、地下鉄に乗車する場合、現金のほかにＳ

ＡＰＩＣＡやＳｕｉcａなどのＩＣカードを利用

することとなっておりますが、このＩＣカードの

購入やチャージにも現金が必要であり、今後、イ

ンバウンドなどの増加により観光客が増えていく

ことを考えると、タッチ決済などの導入により、

現金の使用や両替をすることなくキャッシュレス
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で乗車サービスを受けられることは、利用客の利

便性の向上が図られる、よい取組であると考えま

す。 

 また、全国的に、今後さらに多くの事業者で多

様な決済方法の検討、導入が進められていくこと

が予想され、札幌市においてもそのニーズが高ま

ると考えられ、導入に向け検討を進めていく必要

があると考えます。 

 そこで、質問ですが、実証実験など、タッチ決

済導入に向けた具体的な検討を進めていくことが

必要と考えますがいかがか、お伺いをいたしま

す。 

●川本事業管理部長  タッチ決済導入に向けた

具体的な検討についてお答えいたします。 

 交通局といたしましても、インバウンドをはじ

めとする利用者の利便性向上は重要と考えてお

り、札幌市デジタル戦略推進局と連携し、タッチ

決済等の情報収集や研究を行っているところでご

ざいます。 

 一方、本年９月にデジタル戦略推進局におい

て、民間企業の自由な発想による先進的かつＤＸ

につながる実証実験の提案を受け付ける札幌ＤＸ

ラボが設立されたところでございます。先日、そ

の札幌ＤＸラボに、民間企業から市営地下鉄にお

けるクレジットカード等を用いたタッチ決済によ

る乗車の提案があったことが公表されました。 

 交通局といたしましては、この提案内容を受け

まして、タッチ決済に係る実証実験の実施時期や

規模などの具体的な検討を始めたいと考えており

ます。 

●丸山秀樹委員  他部局とも連携をしながら、

そこで得た情報なんかもしっかり反映させていく

取組にしているというお話もいただくことができ

ました。 

 最後に要望をさせていただきますが、タッチ決

済の導入につきましては全国的にも広がりつつあ

りますけれども、タッチ決済以外にも、例えば、

ＪＲ東日本においては、2024年度下期からＱＲ

コードを使用した乗車券による新たな乗車サービ

スの導入が報道されているところであり、また、

顔認証の実証実験をスタートした事業者も出てき

ております。 

 公共交通における決済手段が多様化している

中、交通局としては、提案のありました実証実験

について具体的な検討を進めていただく旨の答弁

もありましたが、今まで以上に他の事業者の動き

に対してアンテナを張っていただいて、現場をよ

く知る交通局の職員が現地に赴いて、じかに視察

して情報収集に当たることが大変重要であるとい

うふうに私は思います。 

 このことは、さきにお話をしました防犯カメラ

を推進するに当たっても必要なことだというふう

に考えます。 

 まず、乗車システムの検討に当たりましては、

実証実験の実施により利用状況や費用対効果等を

検証した上で、本格導入に向け具体的な手法検討

を進めていただくことを要望して、私の質問を終

わります。 

●村松叶啓委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 ここで、理事者交代のため、委員会を暫時休憩

いたします。 

    ―――――――――――――― 

      休 憩 午後２時３分 

      再 開 午後２時４分 

    ―――――――――――――― 

●村松叶啓委員長  委員会を再開いたします。 

 次に、第２次札幌市産業振興ビジョンについて

を議題とし、資料に基づき、理事者から説明を受

けます。 

●一橋経済観光局長  札幌市におきましては、

札幌市中小企業振興条例に基づきまして、企業、

市民、行政が中長期的な視点から産業振興の方向
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性を共有するための計画として、平成23年に札幌

市産業振興ビジョンを策定し、平成28年には、社

会情勢の変化に対応するため、札幌市産業振興ビ

ジョン改定版として改定をし、これまで、適時適

切に産業振興を進めてまいりました。 

 しかしながら、昨今におきましては、人口減少

や気候変動への対応など、社会経済情勢は大きく

変化していることに加えまして、都心の再開発な

ど札幌のまちの転機が控えており、こうした変化

に的確に対応しながら札幌経済を持続的に発展さ

せていく必要があることから、次なる10年の産業

振興の方向性を示す第２次札幌市産業振興ビジョ

ンを策定することとし、本日はその内容について

ご報告をさせていただきます。 

 詳細につきましては、お手元に配付をいたしま

したＡ３判の資料に基づきまして、産業振興部長

からご説明をさせていただきますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

●坂井産業振興部長  本日は、Ａ３判のダイ

ジェスト版に沿って、概要を説明させていただき

ます。 

 まず、資料の１ページ目、右側をご覧くださ

い。 

 ２ 札幌市の特徴の中段より下、（３）経済の

動向では、１人当たりにおける政令市の市内総生

産のグラフを掲載しております。 

 数値を公表している政令市との比較になります

が、札幌市の市民１人当たりの市内総生産は、全

国平均を下回っているほか、他の政令市と比較し

ても低い水準にございます。 

 第２産業振興ビジョンでは、この人口１人当た

り市内総生産（名目）を数値目標として設定する

こととしておりますが、詳細は後ほどご説明させ

ていただきます。 

 １ページおめくりください。 

 次に、２ページ、資料の右側中段の５ 施策展

開の方向性をご覧ください。 

 ここでは、産業振興ビジョン改定版から変更と

なった主な点として、（２）全産業を高度化する

ために必要な共通の手法となる横断的戦略につい

て抜粋して説明させていきます。 

 赤枠で囲っておりますが、第２次産業振興ビ

ジョンでは、持続可能な札幌経済の構築を新たな

横断的戦略として位置づけております。 

 市内経済全体のデジタル化の促進、ゼロカーボ

ンと経済活動の両立、そして、ＳＤＧｓの取組の

推進に横断的に取り組むことで、札幌経済を将来

的にわたって持続的に発展させる好循環を生み出

してまいります。 

 続いて、その下の６ 数値目標についてです。 

 先ほど申し上げましたとおり、第２次産業振興

ビジョンでは、人口１人当たり市内総生産（名

目）を数値目標に位置づけ、令和元年度時点での

386万円を令和14年度に430万円に押し上げること

を目標としております。 

 新型コロナウイルス感染の拡大により、令和元

年度以降は数値の落ち込みが想定される中、リー

マンショック回復期である平成23年度から令和元

年度の人口１人当たりの実質市内総生産の平均伸

び率である0.8％を上回る年間1.0％以上の上昇を

目指すこととしております。 

 この数値目標に加え、今後10年の間に国におけ

る150兆円を超えるＧＸ官民投資の創出の動き

や、道内における次世代半導体製造拠点の整備を

好機と捉え、北海道、札幌市の強みを生かして、

新たな投資の呼び込みや関連産業の集積等、取組

を着実に推進いたしまして、幅広い産業分野にそ

の効果を波及させることで、数値目標の早期達成

はもちろんのことではございますが、令和14年度

には全国平均値を上回る人口１人当たりの市内総

生産額の達成を目指してまいります。 

 続いて、１ページおめくりください。 

 資料の３ページ、左側の第２編、施策編のリー

ディングプロジェクトについてご説明をさせてい

ただきます。 

 このリーディングプロジェクトは、第２次産業



経済観光委員会 

- 68 - 

振興ビジョンから新たに設けた項目になります

が、これは、従来の各施策を同列で網羅的にお示

ししていた産業振興ビジョンから、より札幌らし

さを分かりやすく示すとともに、産業振興ビジョ

ンの特徴をお示しできるよう、特に重要な施策群

をリーディングプロジェクトと位置づけたもので

ございます。 

 令和14年によりよい札幌経済の姿を描くために

は、札幌の最大の魅力である観光、食を国内外に

発信することで交流人口を増加させ、人、物、資

金、情報といった資源の活発な流通を起こし、そ

れらを活用するスタートアップ等によって創出さ

れるイノベーションがさらなる経済成長を推進す

る鍵となると考えております。 

 このことから、観光、食、スタートアップの施

策群をプロジェクトに位置づけ、各施策相互に連

携を図りながら、持続可能な経済成長の実現を目

指してまいりたいと考えております。 

 このリーディングプロジェクトについては、重

点分野や横断的戦略で示す施策と異なる施策とい

うものではなく、各プロジェクトを軸に効果的な

施策展開を行うものとお考えいただければと思い

ます。 

 また、リーディングプロジェクトに加えて、

ページの右上になりますが、札幌経済の成長を促

進させる重要な要素として、グロースファクター

ズという項目を掲げ、ＧＸに加え、千歳市へのラ

ピダス進出に伴う半導体関連産業の集積に向けた

取組を着実に推進していくことで、新たな投資の

呼び込みや関連産業の集積を図り、地域全体の発

展につなげていくという札幌市の姿勢をお示しし

ております。 

 続いて、２、重点分野の振興施策と次のページ

の３、横断的戦略の推進の構成についてですが、

重点分野についてはその分野ごと、横断的戦略に

ついては柱ごとに現状と課題を整理し、それらを

踏まえた取組の方向性を基本施策にまとめ、本書

には基本施策に関連する主な事業を掲載しており

ます。 

 ３ページの重点分野については、現行のビジョ

ンからの変更点として、従来、重点分野に環境エ

ネルギー分野を設定しておりましたが、国内外に

おいて脱炭素に向けて動きが進んでおり、持続的

な企業活動を行う上では環境問題の取組が全産業

横断的に必要であることから、横断的戦略のう

ち、新たな柱としてゼロカーボンと経済活動の両

立を位置づけ、その中で取り組んでいくこととし

ております。 

 続いて、次の４ページをご覧ください。 

 ３、横断的戦略の推進については、先ほど申し

上げましたが、持続可能な札幌経済の構築を新た

な戦略として位置づけ、全産業横断的にデジタ

ル、ゼロカーボン、ＳＤＧｓに取り組むことで、

社会課題の解決をエンジンに、市内経済全体で持

続可能な経済活動に取り組んでまいります。 

●村松叶啓委員長  それでは、質疑を行いま

す。 

●三神英彦委員  今年、第３回定例議会の代表

質問における第２次札幌市産業振興ビジョンに関

する質疑の中で、札幌市の人口１人当たりの市内

総生産が全国平均を下回っているという状況にお

いて、ラピダスの進出だとか、ＧＸ、それから、

環境投資への動きを素早く捉え、産業政策を打ち

出していくことが肝要であるという観点を踏まえ

て、札幌市が特に重点的に取り組む施策について

質問したところです。 

 それに対し市長からは、経済社会システム全体

の変革となり得るＧＸなどを絶好の機会と捉え、

国内外からの新たな投資を呼び込むことで強靱な

札幌経済の構築を目指すという答弁がありまし

た。 

 これを受けて、本委員会で報告された第２次札

幌市産業振興ビジョンでは、ＧＸの推進や半導体

関連産業の推進に向けた取組を通して、札幌の地

域経済全体の発展につなげていくことが打ち出さ

れたものと考えられます。 
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 加えて、このＧＸの推進や半導体関連産業の集

積などにより、数値目標である人口１人当たりの

市内総生産430万円の早期達成はもちろんのこ

と、全国平均を上回る人口１人当たりの市内総生

産額を目指していくということを示しました。 

 質問ですが、全国平均を上回るという目標に関

し、札幌市の経済成長の見込みをどのように考え

ているのか、お伺いします。 

●坂井産業振興部長  目標達成に向けた札幌市

の経済成長の見込みについてお答えいたします。 

 目標の達成に向けては、今後、全国の成長率を

上回る経済成長が必要となりますが、そのために

は、これまでの札幌経済の成長を牽引してきた重

点分野の振興に加え、ＧＸの推進や次世代半導体

製造拠点設置に伴う新たな投資の積極的な呼び込

みにより、関連産業の集積や成長を進めることが

重要だと考えております。 

 また、ＧＸについては、今後10年間で150兆円

を超える官民からの投資が見込まれております

が、そのうち、札幌、北海道には、おおよそ４分

の１に相当する40兆円の投資を呼び込むことを目

指しております。 

 これらは、令和元年度の札幌市の市内総生産額

が約7.6兆円であることからも、札幌経済の成長

に対し、非常に大きなインパクトを与えるものと

考えております。 

 こうした新たな成長機会による経済効果をしっ

かりと取り込み、地域経済全体を発展させること

で、全国の成長を上回る経済成長を目指し、第２

次札幌市産業振興ビジョンにおける目標を達成し

ていきたいと考えております。 

●三神英彦委員  今後見込まれるＧＸ関連の

話、それから、ラピダスの話ですね。非常に波及

効果が高いものと考えられますが、今後、これら

の分野に参入、もしくは、そこから育っていっ

て、今度は新規参入者を牽引するという人材が必

要不可欠になるということですね。 

 第２次札幌市産業振興ビジョンでは、横断的戦

略において、国内外からの人材確保を掲げていま

す。海外からの高度な人材ももちろん必要です

が、国内、とりわけ札幌市内の人材育成にも両輪

として取り組む必要があると思います。 

 質問ですが、ＧＸなど新たな分野を含め、札幌

経済を牽引する人材をどのように育成、獲得する

のかを伺います。 

●坂井産業振興部長  札幌経済を牽引する人材

の育成、獲得についてお答えいたします。 

 委員がご指摘のとおり、ＧＸの推進やラピダス

の関連産業の集積だけではなく、これから波及す

る幅広い産業を含めた経済成長を支える人材の確

保は重要な課題と認識しております。 

 そのため、人材の確保に向けては、道外、海外

からの積極的呼び込みに加え、ＩＴをはじめとし

た重点分野の発展を支える人材や国際的に活用で

きるビジネス人材の育成を図ってまいります。 

 また、ＧＸの推進におけるＴｅａｍ Ｓａｐｐ

ｏｒｏ－Ｈｏｋｋａｉｄｏや、次世代半導体製造

拠点の設置に関する北海道半導体人材育成等推進

協議会などの構成員である国、北海道、大学、金

融機関や関係機関ともしっかり連携し、札幌経済

を牽引する分野を支え、リードできる高い専門性

を持った人材を育成、確保してまいりたいと考え

ております。 

●三神英彦委員  ＧＸという投資の市場という

話になると、実際に札幌にどれだけのお金的なも

のを呼び込むかという部分に関しては、そこもテ

クニックが要るのではないかなというふうに思い

ます。 

 それから、リーディングプロジェクトのところ

で、プロジェクト１、２、３とあるのですけれど

も、南区に住んでいると、これは１人の人が１、

２、３を全部やるというイメージを持つのです。

今、南区は、果物も野菜も、それこそ余市や仁木

と同じぐらい、いい感じで育つわけです。そうす

ると、１人の人が、午前中は農業をやります、午

後はそれこそＩＴやＧＸといったパソコン仕事で
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お金を稼ぎます、それから、冬になったら、今度

はスノーリゾートでの、どれぐらい貢献するかは

あれですけれども、除排雪ですね。今、人が少な

いですから、そこに対していろいろな人がそれも

やりますということで、１人の人が、本業一つで

はなくて幾つもの仕事を掛け持つことで、かえっ

て、その人にとって、一つの仕事をやるよりも年

収が増えるということが南区では可能なのではな

いかというふうに思いますので、１人１業種とい

うところから脱却したところで考えていただけた

らと思います。 

 それからもう一つ、この間、経済観光委員会の

市内視察でセガさんに行きました。お話が出てい

たのは、札幌の人、学生を採りたいと思っても、

採れないという話がありました。その一つには、

専門学校は２年制が多いという話も出ていまし

た。本州は４年制が多い中で、セガさんを受けた

いといったときに、しっかり準備万端整えてくる

学生と、１年たったらもう就活しなければいけな

い２年制の学生という部分で、ひょっとしたら機

会の喪失があるのかもしれないのです。 

 そういったところを包括的に捉えて、本当に札

幌の学生たちが未来の人材になるように、いろい

ろなところに目を光らせながらやっていきましょ

う。よろしくお願いします。 

●森 基誉則委員  私からは、第２次札幌市産

業振興ビジョンにおけるクリエーティブ分野に

フォーカスして、今後の産業振興の方向性につい

て質問をさせていただきます。 

 私は、これまで、ゲーム産業に関連するイベン

トにも関わってきたことなどから、クリエーティ

ブ産業振興に関する思いもありまして、本市議会

議員として市民からの負託を受けて以降、２回の

定例会の委員会質疑において、クリエーティブ産

業の振興に関する質問をさせてもらいました。 

 札幌市がこれまでクリエーティブ産業に係る人

材育成や開発支援などに取り組んできた結果、多

方面で活躍するクリエイターが育ってきたほか、

クリエイターと市内企業の協業体制の構築も進ん

できているものと考えています。 

 それらの成果を測る指標として、札幌市では、

ＩＴやコンテンツを活用して高付加価値化を考え

ている企業について調査を行っていますが、2022

年度の調査で33.6％となっており、その10年前の

2012年からは10ポイント以上増加していました。 

 この結果、正直、まだ若干物足りないと感じる

部分はあるのですが、企業がデザインやコンテン

ツなどを経営に取り入れようとする考えが着実に

浸透してきているものであり、それは、産業振興

ビジョンのベースで実施してきた各種施策の一定

の成果であると言えるのではないでしょうか。 

 そういった動きを踏まえまして、今後一層、ク

リエーティブ産業の振興に注力していただきたい

と考えていたところを、第２次札幌市産業振興ビ

ジョンでは、前ビジョンでも重点分野であったＩ

Ｔ、クリエーティブがそれぞれ独立した分野とし

て産業振興を進めることになっていました。 

 そこでまず、質問です。 

 第２次札幌市産業振興ビジョンにおいて、クリ

エーティブ分野を引き続き重点分野とした理由、

また、ＩＴとクリエーティブに分けた理由につい

て伺います。 

●坂井産業振興部長  クリエーティブ産業を重

点分野とし、かつ、ＩＴと分けた理由についてお

答えいたします。 

 札幌には、クリエーティブ産業が集積している

ことに加え、今後、市場の拡大が見込まれる分野

であり、さらに他産業との融合により新たな価値

を創出する可能性があることから、引き続き重点

分野として産業振興に取り組むところでございま

す。 

 次に、ＩＴとクリエーティブ産業を分けた理由

についてでございますが、ＩＴ分野は情報通信技

術の開発促進による競争力向上、クリエーティブ

分野はクリエイター人材の育成とコンテンツ開発

支援など、施策の対象が異なることから、それぞ
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れの分野を独立させ、重点的な支援に取り組むこ

とが必要と判断したところでございます。 

 昨今のデジタル化の進展や趣味嗜好の多様化、

新型コロナウイルス感染の拡大などにより、両産

業分野の市場は拡大したところであり、さらなる

成長に向けて支援を続けてまいりたいと考えてお

ります。 

●森 基誉則委員  クリエーティブ産業の今後

の成長性や他産業との融合による新たな産業創出

の可能性があり、継続的、重点的な支援が必要で

あることから重点分野として設定したというお話

で、非常に心強い、力強い答弁をありがとうござ

います。 

 この答弁にもあったとおり、クリエーティブ産

業は他産業との連携可能性が高いものであり、私

はその中でも特に食産業との連携に注目していま

す。 

 今年７月の第２回定例市議会議案審査特別委員

会で、私から、食産業とコンテンツ産業の振興に

ついて、それぞれ質問をさせていただきました。

札幌市からは食のイノベーションの推進により札

幌の地域特性を生かした新たな食産業を創出する

旨の答弁をいただきまして、私からは、国内外か

ら食のプレーヤーを引きつけられるような魅力や

環境の構築をお願いしたい旨をお伝えしたわけな

のですが、魅力や環境の構築においては、食のブ

ランディングという観点が非常に重要であり、そ

のためにはクリエーティブ産業の活用が不可欠と

考えています。 

 第２次札幌市産業振興ビジョンにおいては、引

き続き、食を重点分野に設定しただけではなく、

新たに設けたリーディングプロジェクトの一つと

して、美食のまち・さっぽろに取り組むことと

し、その中で食に関する映像等のコンテンツを活

用した魅力づくりを掲げるなど、クリエーティブ

と食の有機的な連携を期待しているところです。 

 そこで、質問です。 

 第２次札幌市産業振興ビジョンにおいて、今後

の成長が見込まれるクリエーティブ産業と札幌の

強みである食産業がどのように連携した取組を

行っていくのか、伺います。 

●坂井産業振興部長  食産業との連携について

お答えいたします。 

 委員がご指摘のとおり、食産業とクリエーティ

ブ産業の連携は重要であると認識しており、両産

業の連携により、食を通じてまちの魅力やブラン

ド力を磨き、新たな産業創出やイノベーションを

推進することで、札幌市の産業全体への付加価値

創出を目指してまいります。 

 そのための取組として、食に関する映像等のコ

ンテンツを活用した魅力づくりなどに取り組むほ

か、食の魅力を生かした付加価値向上に向け、デ

ザインやマーケティングなどの多岐にわたる専門

人材を企業に派遣することなどにより、企業のブ

ランド力向上を図ってまいります。 

 さらに、デザインを活用した経営の導入を支援

し、デザインへの投資を促すことで、食産業とク

リエーティブ産業の双方同時の成長につながるよ

うな取組を進めてまいりたいと考えております。 

●森 基誉則委員  札幌市といいますと、第３

次産業の割合が高いというのは周知の事実だと思

うのですけれども、持続可能な本市経済の成長に

は、これまでも、そして、これからも、札幌の強

みである食がクリエーティブ産業の力によってブ

ランドをより向上させ、新たなイノベーションを

創出することで企業競争力をつけていくことが重

要だと考えています。 

 食だけではなく、リーディングプロジェクトと

して取り組む観光やスタートアップにおいても、

その成長にはクリエーティブの力が不可欠です。

今後とも幅広くクリエーティブの力を活用してい

くために、人材育成も含めて、クリエーティブ産

業の活性化に努めていただきたいと要望しまし

て、産業振興ビジョン関連の質問を終わります。 

●小口智久委員  私からは、本ビジョンにおけ

る横断的戦略のうち、持続可能な札幌経済の構築
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について質問をいたします。 

 先ほど説明がありました本ビジョンには、新た

な経済成長の原動力をつくり出す五つの重点分野

の振興と、全産業を高度化させるために必要な横

串である横断的戦略の推進がございます。 

 横断的戦略の中には、今回新たに持続可能な札

幌経済の構築という項目が設けられており、具体

的には、札幌経済におけるデジタル化の推進、ゼ

ロカーボンと経済活動の両立、札幌経済における

ＳＤＧｓの取組の推進の三つの柱が挙げられてお

ります。 

 とりわけ、ゼロカーボンとＳＤＧｓの推進につ

いては、我が会派がこれまで重要課題と考え、議

会で何度も指摘してきたところであります。 

 そこでまず、質問ですが、持続可能な札幌経済

の構築を新たに加えた理由について伺います。 

●坂井産業振興部長  持続可能な札幌経済の構

築を設けた理由についてお答えいたします。 

 社会経済情勢の変化によるエネルギー転換の必

要性の高まりや、ゼロカーボンに向けた取組を進

める中で、これまで経済成長と相反するものとし

て捉えられていた環境問題等への対応は、経済活

動においても重要な要素であるものと認識をして

おります。 

 また、企業が製品やサービスを調達する際に

は、環境的、社会的、経済的な持続可能性の観点

を考慮するなど、ＳＤＧｓへの取組が取引条件の

一つとして求められる状況になってきているとこ

ろでございます。 

 ゼロカーボンの推進をはじめ、社会課題の解決

に向けた取組を継続することが将来にわたって札

幌経済を持続的に発展させる好循環を生み出すも

のと考えられることから、持続可能な札幌経済の

構築を新たな戦略として位置づけたものでござい

ます。 

●小口智久委員  市内企業による経済成長と環

境問題を両立した取組やＳＤＧｓに向けた取組の

推進によって、持続可能な札幌経済の発展につな

げていくとのことで、そのとおりと私も考えると

ころでございます。 

 今後、千歳に次世代半導体の製造拠点、石狩、

苫小牧市にデータセンターなど、大量の電力消費

を伴う施設の設置が計画されておりますが、その

使用電力として再生可能エネルギーを念頭に置く

など、まさに経済成長とゼロカーボンを両立させ

る動きがあることや、人口減少の局面を迎え、市

場規模の縮小や人手不足が進み、社会経済情勢の

不確実性の高まりを踏まえますと、各企業がＳＤ

Ｇｓ経営に取り組み、様々な経済活動を持続可能

性の観点から考え直していくことが今後の札幌経

済を構築するに当たって不可欠と考えます。 

 一方、本ビジョン策定のための基礎調査として

実施した１万社アンケートでは、市内企業がゼロ

カーボンに取り組む上でどのレベルまで対応が必

要か分からないといった回答や、取り組むための

コストが高いという回答があり、課題に対応する

必要性の理解はありつつも、そのノウハウや対応

コストに関し、一歩踏み込めていない感じがあり

ます。 

 ＣＯＰ28では、温暖化による健康被害について

初めて審議されるなど、脱炭素対策の緊急性と重

要性が改めて認識されたところであります。 

 また、札幌市が本年２月に実施した企業経営動

向調査によりますと、企業活動において何らかの

ＳＤＧｓに関連する事項に取り組んでいると回答

した企業は50.6％でした。 

 さらに、その意識を確認したところ、企業の社

会的責任として重要であると回答した企業は

71.5％に上るものの、新規事業の創出につながる

と回答した企業は14.6％にとどまっておりまし

た。 

 このことから、各企業は、ＣＳＲの一環として

ＳＤＧｓに取り組んでいるものの、ＳＤＧｓへの

取組自体が企業の経営改善に結びつくという認識

はまだ弱いと思われます。 

 ＳＤＧｓの目標自体は社会的ニーズであります
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ので、製品開発のヒントにもなります。製品化ま

での考え方や成功事例などを積極的に発信するこ

とが今後も重要ではないかと感じるところでござ

います。 

 そこで、質問ですが、第２次札幌市産業振興ビ

ジョンにおいて、持続可能な札幌経済に掲げるゼ

ロカーボンやＳＤＧｓの推進についてどのように

取り組んでいくものとしているのか、伺います。 

●坂井産業振興部長  ゼロカーボンやＳＤＧｓ

の推進の取組についてお答えいたします。 

 市内企業がゼロカーボンやＳＤＧｓに向けた取

組を進めることは、経営基盤の強化のほか、企業

の競争力強化にも寄与するものと認識しておりま

す。 

 まず、ゼロカーボンに関しては、省エネ、再エ

ネ設備の導入に係る融資や補助制度のほか、ゼロ

カーボンに資する新たな製品、技術の開発への補

助等により、新たな需要拡大や技術革新を促進し

てまいりたいと考えております。 

 また、ＳＤＧｓに取り組む企業を見える化する

ＳＤＧｓ企業登録制度や持続可能な観光の推進、

ＳＤＧｓの実現に寄与する商店街の取組などの支

援等を通じまして、ＳＤＧｓ経営の普及啓発や新

たにＳＤＧｓに取り組む企業が生まれる好循環を

生み出してまいりたいと考えております。 

●小口智久委員  本ビジョンの計画期間中にＳ

ＤＧｓの達成目標である2030年を迎えることにな

りますので、今後は、より一層、ゼロカーボンや

ＳＤＧｓへの取組を加速化していくことは喫緊の

課題と考えます。 

 また、一定の経済成長や利便さを維持しつつも

エネルギー消費を減少する、いわゆるデカップリ

ング、経済成長とエネルギー消費を切り離すこと

の実現も必要と思われます。 

 資源エネルギー庁のデータより、これまで我が

国は石油を２リットル使用することで１万円の付

加価値を得てきたという歴史がございますが、転

換していかなければなりません。これらの取組

は、重点分野で定める業種だけではなく、札幌で

事業活動を営むあらゆる企業が意識していかなけ

ればならないことから、幅広く周知・啓発に取り

組んでいただくことを要望して、私からの質問を

終わります。 

●太田秀子委員  私から、２点質問をさせてい

ただきます。 

 第２次札幌市産業振興ビジョンにおける産業振

興の目的は、前産業振興ビジョンと同じように、

雇用の場の確保・創出と企業・就業者の収入増加

となっています。 

 これらの目的を達成するためには、胆振東部地

震ですとか新型コロナウイルス感染症といった有

事の際への対応も考えておく必要があると思いま

す。 

 コロナ禍のとき、職を失ったですとか、事業所

がなくなったですとか、ああいうことはこの目的

に逆行してしまうようなことになりましたので、

特に本市の地域経済や雇用を支えています中小・

小規模事業者の方への事業継続支援は欠かせない

と強く思ったところです。 

 そこで、伺います。 

 第２次札幌市産業振興ビジョンでは、中小・小

規模事業者の自然災害や感染症といった際の事業

継続支援にどのように取り組んでいくのか、伺い

ます。 

●坂井産業振興部長  有事の際における事業継

続支援についてお答えいたします。 

 北海道胆振東部地震や新型コロナウイルス感染

症の感染拡大といった未曽有の事態は、市内企業

の事業活動に大きな影響を与えたものと認識をし

ております。加えて、国際情勢の悪化等に伴う物

価の高騰といった社会経済情勢の不確実性が増す

昨今においては、想定外のリスクにも耐え得る適

応力を高めることが不可欠であると考えておりま

す。 

 第２次産業振興ビジョンにおいては、有事の際

でも企業が事業活動を継続できるよう、円滑な資
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金調達による経営基盤強化のみならず、セミナー

の実施や札幌市中小企業支援センターにおける経

営相談を通じて、引き続きＢＣＰの策定や事業の

再構築の取組を支援してまいりたいと考えており

ます。 

●太田秀子委員  そのような有事が発生します

と、新型コロナウイルス感染症の際の例を見るま

でもなく、やはり、そういう中でも一番影響を受

けたのが非正規雇用の方たちでした。一番にお仕

事がなくなりました。特に、本市における非正規

雇用者は、不本意非正規雇用者の割合がほかの政

令市と比較しても高水準となっていることは、こ

のいただいた資料の中にも示されています。地域

経済の活性化のためには安定した雇用の確保は欠

かせませんから、正規雇用を望む方への支援が必

要だと考えます。 

 そこで、伺いますけれども、第２次札幌市産業

振興ビジョンにおいては、正規雇用を望む非正規

雇用の方への支援についてどのように取り組んで

いくのかを伺います。 

●坂井産業振興部長  正規雇用を望む非正規雇

用の方への支援についてお答えいたします。 

 求職者一人一人が希望する形での就職を実現す

ることは、就労者にとって仕事の満足度向上に寄

与することに加え、企業の人材供給にもつながる

ことから、札幌経済の活性化のために重要なもの

と認識をしております。 

 就業サポートセンターにおいては、職業相談や

スキルアップ講座などを通じて、求職者のニーズ

に合わせた就労支援サービスの提供を実施してい

るところでございます。 

 加えて、ワークトライアル事業では、正規雇用

を望む非正規雇用の方に対して、座学研修や職場

実習を通じて多様な職業観の涵養をするととも

に、就職のミスマッチを防止することで安定した

雇用の促進に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

●太田秀子委員  ビジョンでは、経済の動向に

ついて、先ほどの説明にもありましたけれども、

市民１人当たりの市内総生産が全国平均を下回

り、市民所得についても他の政令市と比較して低

水準であること、また、雇用、労働の動向では、

就業率の政令市比で65歳以上の高齢者は最下位で

したし、女性は低水準です。市内企業の生産性も

政令市と比較しますと低い、このような現状や課

題が出されています。 

 私は、第２次産業振興ビジョンの雇用の場の確

保・創出と、企業・就業者の収入増加、この目的

が達成されることこそが、本市の安定した人材確

保ですとか地域経済の底上げにつながるものと考

えているところです。その達成のために、必要な

場合は検証もしながら進めていっていただきたい

ということを求めて、質問を終わります。 

●山口かずさ委員  私からは、札幌経済を担う

人材への支援についてお伺いします。 

 まず、中小企業における人材確保への支援につ

いてお伺いします。 

 報告を受けた第２次札幌市産業振興ビジョンで

は、重点分野や横断的戦略において、様々な成果

指標を設定しています。この成果指標を達成し、

持続的に札幌経済を成長させていくには、経済活

動の源となる人材の確保とその成長が不可欠であ

り、第２次札幌市産業振興ビジョンでも、横断的

戦略の一つとして、札幌経済を担う人材への支援

を掲げています。 

 札幌市では、大学や専門学校への進学時期や就

職時期と重なる15歳から24歳の年齢層において、

道内から札幌市への転入者が増加する一方で、20

歳から29歳の年齢層においては、大学や専門学校

等を卒業するタイミングで首都圏などに就職する

ことなどから、ほかの年代と比べて道外への転出

数が多くなっています。 

 少子化の進行や生産年齢人口の減少に加えて、

道外への転出超過という課題に直面する状況にお

いて、市内の企業、とりわけ中小企業において

は、経営上の問題として、私も様々な業種の方々



経済観光委員会 

- 75 - 

と意見交換をしていますが、人材確保を掲げる企

業が本当に多くて、人手確保対策は喫緊の課題で

す。 

 そこで、質問です。 

 市内中小企業における人材確保支援についてど

のように取り組んでいるのか、お伺いします。 

●坂井産業振興部長  中小企業における人材確

保への支援についてお答えいたします。 

 第２次札幌市産業振興ビジョンの策定に当たっ

て、市内企業に実施したアンケート調査では、市

場の将来展望を踏まえた必要な対応策として、人

材の育成、確保を掲げた企業が４割強で最も高く

なっており、市内中小企業の採用力強化、人材確

保への支援は重要であると認識をしております。 

 人手不足の状況において、市内中小企業が事業

に必要な人員を確保するための人材コンサルタン

トの専門家派遣による採用力強化や、合同企業説

明会の実施等により、必要な人材の確保、採用に

つなげてまいりたいと考えております。 

 また、市内中小企業に対して、就職活動時に多

くの大学生が利用する民間就職支援サイトに情報

を掲載する支援を行うなど、将来札幌経済を担う

若者の地元企業への就職に取り組んでまいりたい

と考えております。 

●山口かずさ委員  市内中小企業に対する採用

支援や地元学生に対する市内中小企業への就職促

進事業を行うということで、その取組を注視して

いきたいと思います。 

 次に、女性の活躍推進についてお伺いします。 

 20歳から29歳の男女においては、就職を理由と

して道外へ転出する方が多いですが、一方で、女

性においては同様に就職などを理由として、道内

から札幌市に転入される方が一定数います。そう

した傾向などから、札幌市では20歳以上の人口に

おいて女性の人口が占める割合が高くなっていま

す。 

 その一方で、女性の就業率は、全国の政令都市

と比較して低い水準となっていますが、就職活動

を行わない理由の一つとして、出産、育児による

ものが高い状況です。 

 少子化の進行、生産年齢人口減少の状況下にお

いて、市内中小企業が人材確保を進める上では、

女性が活躍できる場の確保が非常に重要です。 

 そこで、質問です。 

 子育て中の女性や結婚・出産後も働き続けるこ

とを希望する女性に対して、どのような支援に取

り組んでいくのかをお伺いします。 

●坂井産業振興部長  女性の活躍の推進につい

てお答えいたします。 

 子育てをしながら就職活動や就労に不安や悩み

を抱える女性や、結婚・出産後も働き続けること

を希望する女性に対して、多様な働き方を提示

し、個々に寄り添った支援を継続していくことが

重要であると考えております。 

 札幌市では、ここシェルジュＳＡＰＰＯＲＯに

おいて、キャリアカウンセラーによる就職支援や

在宅ワークに関する相談に対応しているほか、仕

事と育児の両立に関するセミナーを実施するな

ど、就労を希望する女性が安心して働けるための

サポートを行っているところでございます。 

 また、そうした就労者を受け入れる企業に対し

ても、個々のライフスタイルに応じた多様な働き

方を取り入れることができるよう、テレワーク導

入への補助や、働き方の相談窓口を設置し労働環

境の改善を進めることで、女性の活躍や人材確

保・定着を支援してまいりたいと考えておりま

す。 

●山口かずさ委員  現行の出生率などを鑑みる

と、人口減少局面は、当分の間、続くものと考え

られます。 

 そんな中でも札幌経済を成長させていくには、

現在働いていない方の再就職への取組や、既に働

いている方に対するキャリアアップ支援などによ

る労働生産性の向上が必要です。 

 女性を含めた多様な人材の活躍には、労働者、

使用者の双方がその役割を理解して協力していく
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ことが重要なので、引き続き、働くことを希望す

る方それぞれのニーズに沿った施策に努めていた

だくことを要望して、私の質問を終わります。 

●村松叶啓委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 次に、第２次札幌市観光まちづくりプランにつ

いてを議題とし、資料に基づき、理事者から説明

を受けます。 

●青山観光・ＭＩＣＥ担当局長  現在策定中の

第２次札幌市観光まちづくりプランにつきまして

ご説明をさせていただきます。 

 第２次札幌市観光まちづくりプランにつきまし

ては、平成25年度に策定した前プランの計画期間

が令和４年度で終了しましたことから、次の10年

間の観光に関する取組の方向性を示す計画として

策定を進めているものでございます。 

 プランの位置づけとしましては、札幌市の長期

的な総合計画であります第２次札幌市まちづくり

戦略ビジョンの基本的な方向性に沿った個別計画

であるとともに、先ほどの案件にございました第

２次札幌市産業振興ビジョンの観光分野の個別計

画という性格を持つものでございます。 

 それでは、内容の詳細につきまして、観光・Ｍ

ＩＣＥ推進部長から説明をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  お手元の資

料、第２次札幌市観光まちづくりプランに沿って

ご説明いたします。 

 まず、資料左上のプラン策定の背景と目的で

す。 

 観光を取り巻く情勢や観光振興の方向性をまと

めております。 

 国では、今年３月に観光立国推進基本計画を策

定、観光の質的向上を象徴する持続可能な観光、

消費額拡大などをキーワードに、持続可能な観光

地域づくり、インバウンド回復などに取り組むと

しており、より質の向上を重視した観光への転換

が求められております。 

 経済的側面からは、高い付加価値の提供、滞在

日数の長期化により、１人当たりの消費単価を増

やすこと、社会的側面からは、環境負荷の低減、

市民生活にも配慮した観光まちづくりを進めてい

くことが重要です。 

 そのためには、適切なマネジメントを行うため

の体制、財源の充実などに取り組み、持続可能な

観光地経営を推進していく必要があります。 

 次に、観光振興の意義について、まずは、経済

的側面から、①高い経済効果、②成長性、③人口

減少期における重要性を記載してございます。 

 ②成長性の表をご覧ください。 

 平成22年度から30年度にかけて、市内総生産は

6.3兆円から７兆円に11.7％増加、同じ期間に観

光ＧＤＰは2,500億円から4,200億円に69.2％増加

しています。観光は、札幌の経済成長を牽引する

産業であるとともに、今後も国際観光市場の拡大

が見込まれることから、成長性の高い分野である

と考えております。 

 ③人口減少局面では、国内外から人を呼び込

み、消費を獲得できる観光の重要性はさらに高ま

ります。 

 ④観光振興は、施設やイベントの充実など、市

民にとっても過ごしやすい魅力的なまちづくりに

貢献、市民の愛着や誇りの醸成につながるものと

考えております。 

 ⑤異なる文化の市民理解の促進や市民の創造性

にも好影響を与えるものと考えてございます。 

 次に、第２章 将来ビジョンですが、「Ｎｏｒ

ｔｈ Ｃａｐｉｔａｌ Ｂａｃｋｅｄ ｂｙ Ｎ

ａｔｕｒｅ 大自然とともにある北の首都」とし

ております。 

 札幌は大自然を有する北海道の首都であり、大

自然への接点、ハブであることや、札幌のまち自

体も都市観光の魅力を楽しめるなど、札幌の特
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徴、魅力を表現しており、今後、札幌が獲得すべ

きブランドイメージを表しております。 

 また、旅行者、事業者、市民、地域という四つ

の主体から目指す姿も設定してございます。 

 次に、資料の右上、第３章 現状分析です。 

 入込客数と観光消費額の推移のグラフですけれ

ども、コロナ禍前のピークだった2018年度を赤色

で囲ってございます。 

 入込数1,585万人のうち、海外客は濃い青色の

部分で272万人、全体の約２割、一方、右側の観

光消費額5,780億円のうち、濃い青色の海外客は

2,871億円、約５割を占めてございます。単価の

高い海外客誘致の重要性が表れています。 

 その一方、リピーターが７割を占める安定的な

国内客も大切であり、国内外問わず、高付加価値

化、滞在日数の長期化を図り、単価を向上させて

いくことが重要であると考えております。 

 次に、来札観光客入込数について、夏が多く、

冬が少ない、このデータをグラフ化したものでご

ざいます。 

 繁閑差が観光産業の安定性が低い理由の一つで

ございます。 

 しかし、その下の増減率のグラフをご覧くださ

い。 

 夏よりも冬の伸びが大きく、特に、濃い青色の

海外客の伸びが著しく、このため、繁閑差が縮小

していたことを示しております。 

 このデータから、海外客の誘致は閑散期の底上

げの面からも重要であります。 

 次に、第４章 施策展開です。 

 ソート分析を行い、強みとしましては、明瞭な

四季、食の魅力、パウダースノー、高い満足度な

ど、一方、弱みとしては、繁閑差のほか、消費単

価の伸び悩みがございます。観光消費額は観光客

の増加によって伸びてきましたが、１人当たりの

単価は伸びておらず、課題の一つでございます。 

 また、２次交通に対する満足度の低さ、こちら

は、郊外の観光スポットが遠く、移動に時間がか

かる、交通機関で行ける場所が限られていると

いった声がアンケート結果からうかがえます。 

 次に、機会です。 

 国際観光市場の拡大はもちろん、国による観光

地域づくりへの様々な支援が行われていることも

チャンスです。 

 次に、脅威です。 

 国内市場の縮小、ＭＩＣＥ誘致競争の激化、持

続可能な観光に対する意識の高まりなどを挙げて

おります。 

 次のページに参ります。 

 施策の実施に当たりまして、重視すべき横断的

視点、実施すべき施策を整理してございます。 

 まず、横断的視点です。 

 視点１、持続可能な観光の実現です。 

 持続可能な観光は、環境やサステーナビリ

ティーへの関心の高まりから、全てに通じる根底

的な理念として浸透を図ることが重要です。 

 次に、視点２の量から質への転換、視点３の観

光需要の平準化、これらは観光産業の発展に不可

欠と考えております。 

 このほか、リピーター獲得につながる観光客満

足度の向上、生産性や観光客の利便性向上に向け

たデジタル技術の活用も挙げてございます。 

 次は、施策と具体的な取組についてです。 

 方向性１、札幌・北海道の魅力を生かしたコン

テンツの充実と付加価値の向上では、冬季の誘

客、長期滞在が期待できるスノーリゾート、ま

た、欧米豪中心の富裕層に人気が高いアドベン

チャーツーリズムなどを推進してまいります。 

 次に、方向性２、戦略的な誘致活動の推進で

は、マーケティング、市場分析を強化し、コンテ

ンツ造成、プロモーション、受入れ環境整備を一

体的に展開してまいります。 

 方向性３、誰もが快適に過ごせる受入環境の整

備とおもてなしの向上では、外国人観光客の受入

れ環境整備として、ベジタリアンなど多様な文

化、習慣への対応を行うほか、多言語対応やハイ
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グレードホテルの誘致について進めてまいりま

す。 

 次に、方向性４、ＭＩＣＥの推進では、観光閑

散期における誘致を推進するとともに、受入れ体

制強化のため、新ＭＩＣＥ施設の整備を含めた施

設機能の強化を検討いたします。 

 最後に、方向性５、持続可能な観光地経営の推

進では、ＤＭＯの設立を含め、推進体制の強化、

宿泊税の導入、観光人材の確保、育成などを進め

てまいります。 

 次に、第５章 成果指標です。 

 経済効果に関する指標として、総観光消費額１

兆円を目標に掲げるとともに、リピーター獲得、

持続可能な観光の観点などから、観光客満足度、

市民満足度を成果指標として掲げてございます。 

 最後に、第６章 推進体制の強化に向けてで

す。 

 本プラン策定のため、令和４年度に開催いたし

ました有識者会議におきまして、推進体制の強化

を求めるものとして、ＤＭＯの設立が必要との提

言がなされました。 

 現在、具体的な検討を進めているところです

が、設立の目的を地域の集客、収益の最大化と

し、観光関連事業者等の強固なネットワーク構

築、専門人材による情報の収集・分析、分析に基

づく効果的・効率的な企画立案、臨機応変でス

ピード感のある対応などの効果を上げられる組織

を目指したいと考えてございます。 

●村松叶啓委員長  それでは、質疑を行いま

す。 

●三神英彦委員  私からは、総観光消費額の目

標値について伺います。 

 政府においては、３月に閣議決定した観光立国

推進基本計画において、人口が減っていたり、少

子化、高齢化が進む我が国においては、観光は今

後とも成長戦略の柱であり、地域活性化の切り札

であるとしており、我が国の経済発展のため、国

を挙げて観光振興に取り組むということになって

います。 

 本市においては、今回のプランの第１章 観光

振興の意義の中で人口減少局面における市内消費

減少への対応として観光消費拡大の重要性に言及

していますが、観光は、市外、国外から消費を獲

得できる、言わば外貨を稼ぐための産業であり、

札幌経済にとっても今後ますます重要度は増すも

のと考えています。 

 プランの都度設定している総観光消費額につい

て、前回プランの推移を見ると、2012年度は

3,743億円、コロナ禍前のピークである2018年度

には5,780億円となっており、54％の伸び率でし

たと、今回のプランでは総観光消費額の目標値を

１兆円としているのですが、基準値である2018年

度からの伸び率は73％となり、前回プランの期間

中の伸びを大きく上回る目標設定になっていま

す。 

 質問ですが、札幌市はこの１兆円という目標値

をどのように達成しようとしているのか伺いま

す。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  目標値をどの

ように達成しようとしているのかにお答え申し上

げます。 

 観光消費額は、観光客数と、観光客１人当たり

の観光消費単価を掛け合わせた総額であることか

ら、札幌市の観光消費額を増加させるためには、

この二つの要素について、今後の市場の動向を踏

まえて取組の方向性を定めていくことが重要でご

ざいます。 

 まず、観光客数について、国際観光の需要は、

世界の人口増加と経済的な発展により、今後も拡

大が見込まれます。一方、国内の観光事業につい

ては、人口減少、超高齢化の進展とともに、大幅

な増加は見込めないものと考えられるため、海外

客の誘致を強化しながら、国内客はリピーター獲

得に向けた取組を推進してまいります。 

 さらに、１人当たりの観光消費額単価を向上さ

せるためには、宿泊、飲食、アクティビティーと
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いった消費そのものにおける付加価値の向上と滞

在日数の長期化が重要であり、こうした考え方に

沿った取組を強化してまいりたいと考えておりま

す。 

 このように、観光客数という量を確保しつつ、

より質の向上を重視した施策の展開を図ることに

よりまして、総観光消費額の目標値１兆円を達成

してまいりたいと考えてございます。 

●三神英彦委員  そうなんですけれども、その

産業だとか企業においても、単価を上げるという

ことに関しては、本当にいろんなところが苦労し

ながら進めていることだと思います。このため、

札幌市としてターゲットをしっかり定めた上で戦

略的に施策を展開していくことが重要だと思いま

す。 

 次の質問ですが、観光消費額の単価を向上させ

ていくため、どのようなターゲットに対してどの

ような施策を展開していくのか、伺います。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  観光消費額単

価向上のため、どのようなターゲットに向け、ど

のような施策を展開していくか、お答えいたしま

す。 

 観光消費額の単価向上に向けたターゲットとし

ては、国内客と比較しまして１人当たりの観光消

費額が４倍近い海外客の誘客が重要であると分析

しております。 

 とりわけ、札幌市を訪れる海外客は、全国と比

べ、アジアからの割合が多く、欧米豪の割合が少

ないという傾向を鑑み、地域的な偏りによるリス

クを軽減する観点からも、特に滞在日数が長い欧

米豪の観光客について誘致を強化してまいりま

す。 

 具体的な施策としては、欧米豪の観光客のニー

ズが高く、かつ、本年９月のＡＴＷＳ2023の開催

により、世界から北海道、札幌へ注目度が高まっ

ているアドベンチャー・トラベルを推進する考え

でございます。 

 さらに、パウダースノーを強みとするスキーを

はじめとした冬の魅力、夜景やイベント、多様な

食などの都市観光を組み合わせた札幌ならではの

コンテンツの磨き上げは、欧米豪の観光客に対す

る訴求力を高めることにもつながることから、ス

ノーリゾートシティＳＡＰＰＯＲＯ推進戦略に基

づく取組を着実に進めてまいりたいと考えており

ます。 

●三神英彦委員  単価の向上に向けて海外客の

誘致を強化するというのは分かりました。一方

で、コロナ禍前の2018年の実績では、客数でいく

と８割が国内客でしたということですね。絶対数

の多い国内客の誘致にも引き続き注力すべきで、

安定的な集客を維持するためには国内のリピー

ター獲得も重要です。 

 質問ですが、国内客のリピーター獲得に向けて

どのように取り組んでいくのか、お伺いします。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  国内客のリ

ピーターの獲得に向け、どのように取り組むの

か、お答えいたします。 

 リピーターの獲得に向けましては、多様なニー

ズに対応した受入れ環境の整備、おもてなしの向

上によって満足度を高めるとともに、観光地とし

ての魅力向上により、観光客がまた来たいという

再訪意欲を高めることが必要不可欠であると認識

してございます。 

 まず、受入れ環境の整備につきましては、観光

客の満足度が低い市内の移動しやすさについて、

その改善に向けた取組を検討するとともに、バリ

アフリー化の推進、分かりやすい情報提供に努め

ることによって、誰もが快適に札幌観光を楽しめ

る環境づくりを進める考えでございます。 

 また、おもてなしの向上には、人材の確保、育

成が重要であることから、人材不足が深刻な宿泊

業における採用や人材定着のための支援に取り組

むほか、ガイドなど観光人材のスキルアップに向

けた育成プログラムを継続的に実施してまいりま

す。 

 さらに、観光地としての魅力向上に資する取組
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として、民間事業者の創意工夫を生かし、札幌な

らではの観光資源を活用した付加価値の高い観光

コンテンツの造成を支援する取組みを重点的に進

めてまいります。 

 このような取組を総合的に進めることによりま

して、観光客の満足度、再訪意欲を高め、国内客

のリピーター獲得につなげてまいります。 

●三神英彦委員  ここまでの質疑、答弁を大体

まとめると、まずは札幌に来ていない人たちに対

してどうやったら来たいと思ってもらえるかとい

うのが最初にあります。その上で、では、どう

やったら喜んで札幌に来たときにお金を落として

もらえるかという話になって、１回の来訪で落と

してもらえるという話になると客単価が上がると

いう話になりますし、２回目、３回目来たいです

という話になると、今度はリピーターの戦略に

なっていくということですね。それをうまくやる

ためにはどうすればいいかというと、札幌に来て

いない人たちに対してどうやって好奇心に刺さる

かという話になると思うのですけれども、そうい

う考えは、本市に限らず、行政よりも民間のほう

が向いていると思います。 

 このプランの中にＤＭＯの話も出ていましたけ

れども、いろいろなやり方をして、民間から好奇

心に刺さるという部分にうまく協力いただいて、

札幌に来る人をもっともっと増やしていきましょ

う。 

●森 基誉則委員  私からは、第２次札幌市観

光まちづくりプランについて、観光需要の平準化

というポイントで伺います。 

 次期観光まちづくりプランにおける成果指標の

一つとして、2032年度までに観光客数1,832万人

を目指すとされておりまして、コロナ禍前の

1,584万人から比較すると15％程度の増加が見込

まれていました。 

 一方、札幌の観光客数の傾向としては、夏季は

多いが冬季は少なく、つまりは繁忙期と閑散期の

差があるということが長年の課題になっていま

す。これまでも、観光需要の繁閑差を少なくする

ための取組は進めており、先ほどの説明にもあり

ましたが、結果も一部付いてきている部分もある

ようです。 

 ですが、今後も安定的に観光振興を進めていく

ために、より一層取組を強化する必要があるので

はないでしょうか。 

 そこで、最初の質問です。 

 観光需要の平準化がもたらす効果をどのように

捉えているのか、伺います。 

●葛西観光地域づくり担当部長  観光需要の平

準化がもたらす効果についてお答えをいたしま

す。 

 繁忙期と閑散期の観光需要を平準化すること

は、観光関連事業者の経営、雇用の安定化や成長

のほか、観光客に四季折々の札幌の魅力を楽しん

でいただくことにつながるものと認識をしており

ます。また、札幌市では大きな問題にはなってお

りませんが、特定の期間に観光客の来訪が集中

し、市民生活への影響が生じる、いわゆるオー

バーツーリズムの防止にもつながるものと考えて

おります。 

 このようなことから、観光まちづくりプランが

掲げる将来ビジョンの一つであります多様な事業

者が潤うまちの実現に向けまして、観光需要の平

準化を重要な視点と位置づけているところでござ

います。 

●森 基誉則委員  観光需要の平準化が観光関

連事業の安定化とか持続可能な観光地経営につな

がるということがよく分かりました。 

 さて、最近の北海道の観光を見てみますと、今

年５月には、新型コロナウイルス感染症による規

制が緩和され、人々の旅行に対する欲求の高まり

とか円安の影響もあり、国内外から多くの観光客

が訪れてくれています。札幌では、ホワイトイル

ミネーションやミュンヘンクリスマス市が開催さ

れているほか、11月30日には札幌国際スキー場が

オープンしまして、ウインターシーズンが本格的



経済観光委員会 

- 81 - 

に幕を開けました。今後、観光客数を安定的に確

保していくためには、いかに冬季の需要の底上げ

を進め、繁忙期と閑散期の観光需要の平準化を図

ることが重要であると考えます。 

 そこで、質問です。 

 冬季の観光客の誘客促進の取組をどのような考

え方で行っていくのか、伺います。 

●葛西観光地域づくり担当部長  冬季の誘客促

進のための取組についてお答えをいたします。 

 札幌は、大都市でありながら積雪寒冷地という

ユニークな地域特性がありますことから、これを

観光資源として最大限に生かした施策を展開して

いくことが効果的であると認識してございます。 

 そのため、スノーリゾートシティＳＡＰＰＯＲ

Ｏ推進戦略に掲げますスキー、スノーアクティビ

ティーなどの自然体験型観光と、グルメ、ショッ

ピングといった都市型観光の掛け合わせなどによ

りまして、インバウンドをはじめとする観光客の

増加や滞在期間の長期化による観光消費拡大を

図ってまいりたいと考えてございます。 

 これに加えまして、市民にも冬の観光の魅力を

ＰＲし、気軽に楽しんでいただくことで、市民に

よる観光情報の発信を促進し、冬季の誘客につな

げてまいりたいと考えております。 

●森 基誉則委員  観光誘客目的といっても、

我々札幌市民自身も楽しめるような、そんな観光

コンテンツを育てていけば、シビックプライドの

醸成にもつながりますし、話題に上ることも増え

ますので、道内外から多くの耳目を集められるよ

うになると考えています。 

 既存のコンテンツのさらなるブラッシュアップ

と、しっかりとアンテナを張って、まだ注目度が

低いような新たなコンテンツなどを見つけ、時に

は、生み出し、育てていってほしいと要望し、観

光まちづくりプラン関連の質問を終わります。 

●小口智久委員  私からは、観光施策の推進体

制の強化、いわゆるＤＭＯの設立について、２点

お伺いいたします。 

 我が会派は、令和５年第１回、第２回定例市議

会の代表質問において、札幌版ＤＭＯの設立につ

いて質疑を行い、観光地経営を推進していく体制

として最も有効な手法であり、今後、ＤＭＯの設

立に向けた検討が進められることを確認したとこ

ろです。 

 ただいま説明のありました本まちづくりプラン

の第６章の推進体制の強化におきまして、検討委

員会がＤＭＯの設立が必要との提言を提出した記

述がございます。 

 その背景として、観光は地域経済全体に高い経

済効果をもたらし、札幌の経済成長を牽引する重

要な産業ですが、一方、旅行者の増加による自然

環境や地域住民の生活への負担発生など、観光の

負の側面に対応するための持続可能な観光の推進

が重要と認識されております。 

 この負の側面に配慮しながら、正の側面である

高い経済効果を推進し、取り組んでいくために、

国は観光地経営の視点に立った観光づくりを推奨

しており、そのかじ取り役としてＤＭＯの登録制

度を創設しております。 

 札幌市としては、北海道新幹線の札幌延伸、都

心の再開発や外資系のラグジュアリーホテル、ハ

イグレードホテルの建設など、千載一遇のチャン

スと捉え、観光を発展させ、観光関連事業者や関

連団体、市民、行政などの多様な関係者が連携

し、観光まちづくりを実践していく体制が必要で

あり、そのためにもＤＭＯの早期設立が必要と考

えます。 

 そこで、質問ですが、ＤＭＯの設立により期待

される効果について、改めて伺います。 

●葛西観光地域づくり担当部長  ＤＭＯの設立

により期待される効果についてお答えいたしま

す。 

 このたびの次期観光まちづくりプランの最大の

目的は、地域の集客や収益の最大化を図ることで

あり、プランの施策を戦略的に推進するための司

令塔、旗振り役はＤＭＯが最も有効な手法である
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と考えてございます。 

 このＤＭＯが施策推進の中心となり、観光関連

事業者等が観光戦略を共有しながら主体的に関わ

れるようになることで、継続的かつ強固なネット

ワークが構築され、各事業者間の情報共有の円滑

化が図られます。 

 また、ＤＭＯの中に専門人材を持つことで、効

果的・効率的な情報の収集分析と、それに基づく

企画立案などのマーケティングが可能となります

ほか、状況の変化に臨機応変かつスピード感を

持った対応が可能となります。 

 加えまして、ＤＭＯによる観光地経営は、観光

振興の枠を超えて広くまちづくりにも波及をする

ことから、市民の観光への理解促進やシビックプ

ライドの醸成にもつながることが期待できるもの

と考えております。 

●小口智久委員  ＤＭＯが指令塔、旗振り役と

なって事業者と連携しながら、専門的かつスピー

ディーに戦略を推進することが期待されるという

答弁でございました。 

 観光産業は裾野が広く、様々な事業者が関わる

ため、ＤＭＯに求めるニーズも多岐にわたります

が、他都市で実施されているＤＭＯの取組は大い

に参考になると思われます。 

 観光まちづくりプランに掲げる将来ビジョンの

実現や、持続可能で安定的な観光まちづくりの推

進には、ＤＭＯがしっかり機能することが重要で

すが、札幌版ＤＭＯの目的や、必要な組織体制、

財源、人材について十分に検討することが必要で

あると考えます。 

 そこで、質問ですが、札幌版ＤＭＯの設立に向

けた検討状況について伺います。 

●葛西観光地域づくり担当部長  札幌版ＤＭＯ

の設立に向けた検討状況についてお答えいたしま

す。 

 札幌版ＤＭＯの設立に向けた検討に当たりまし

ては、市内観光関連事業者や関連団体へのヒアリ

ング調査や先進ＤＭＯの事例調査を実施している

ところでございます。 

 事業者や団体からのヒアリング調査において

は、札幌版ＤＭＯが目指すビジョンを明確に掲

げ、地域の事業者を巻き込むリーダーシップの発

揮や観光客目線に立った戦略の策定、ＤＭＯが北

海道観光を牽引する姿勢を示すことなどが重要で

あるとのご意見をいただいております。 

 先進事例の調査におきましては、マーケティン

グデータの積極的な利用促進や事業者間のネット

ワーク構築の場の提供など、ビジネスにつながる

取組が地域から評価されていることが分かりまし

た。 

 また、ＤＭＯには、専門性だけではなく観光に

対する情熱を持ち、地域との関係性を築ける人材

が求められているほか、自らの裁量で戦略を推進

するための財源の確保が重要であるということで

ございました。 

 今後は、これらの調査結果や専門家の知見や助

言などを踏まえながら、年度内に札幌版ＤＭＯの

概要や方向性について取りまとめたいと考えてお

ります。 

●小口智久委員  札幌への誇りと愛着を醸成す

る観光地経営の視点に立った観光地域づくりを推

進するため、情報の収集や分析、マーケティン

グ、また、有識者、事業者等の助言を参考にした

ＤＭＯの早期設立に向け尽力することを求めて、

私の質問を終わります。 

●太田秀子委員  私からも、３点質問いたしま

す。 

 第２次札幌市観光まちづくりプラン案において

は、観光振興の意義、経済効果として、雇用や税

収などの貢献や市民生活の豊かさの向上などが挙

げられており、プランが市民にとっても過ごしや

すい魅力的なまちになることと、今後の本市のま

ちづくり全体へ波及することを期待するところで

す。 

 プラン案の経済効果には、雇用や税収と並んで

道内全体の経済循環も盛り込まれており、目標と
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して、観光客の滞在日数の長期化や来訪客１人当

たりの消費単価の増大なども掲げられています。 

 私は、この道内全体の経済循環に貢献するため

にも、まずは本市でどのように経済循環をつくる

かがプランで具体化される必要があるのではない

かと思うところです。 

 本市は、都心の時計台やテレビ塔のみならず、

郊外にも魅力的な観光スポットがたくさんありま

す。目標の達成のためには、都市と自然が共存す

る札幌の魅力を最大限に生かし、観光客に市内を

広く周遊してもらい、滞在日数の増加につなげて

いく取組が有効だと考えます。 

 ここで、伺います。 

 市内周遊の促進のためにはどのようなことが必

要と考えているのか、伺います。 

●葛西観光地域づくり担当部長  市内周遊の促

進についてお答えいたします。 

 観光客の皆様に市内を周遊していただき、滞在

日数の増加につなげていくためには、交通面での

利便性や満足度の向上を図ることが重要と認識を

しております。 

 例年、来札観光客を対象に実施をしております

調査結果では、満足度の低い項目として、市内の

移動のしやすさが挙げられております。そのた

め、これまで３回にわたり、市内に点在する観光

スポットを周遊するバスの運行実証事業を実施し

てきたところでありますが、経費と収入のバラン

スといった採算面から判断いたしますと、事業化

は困難であるという結論に至っております。 

 これを踏まえまして、別の角度から検討するた

め、観光客が感じる２次交通の不便さにつきまし

て改めて詳細な調査を実施する予定であり、より

効果的な改善策を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

●太田秀子委員  ２次交通については、第４章

の施策展開の内部環境のところの弱みとして、先

ほどお話にありました２次交通に対する満足度の

低さというものがあって、具体的な取組として

は、市内の移動のしやすさの改善が掲げられてい

ます。 

 実証事業などもしてきたというお話もありまし

たけれども、たしかこれは期間が決まっていて

やっていたと思いますから、採算面では事業化は

厳しいというお考えなのかもしれませんけれど

も、ちょっと本格的に期間も長めにして、そこを

使ってもらうような工夫をしていくということが

大事なのかなと思いますので、それも含めて検討

していただきたいと思います。 

 新たな調査を実施するということも伺っている

のですけれども、具体的にどのような調査を想定

しているのか、伺います。 

●葛西観光地域づくり担当部長  ２次交通に関

する調査につきましてお答えいたします。 

 まず、基礎的な事項といたしまして、市内の主

要な観光施設までの移動に係る交通手段や所要時

間の整理を行うとともに、国内外の観光地で実施

をされています２次交通対策の事例について調査

を行う予定であります。 

 また、実態調査といたしまして、観光客が郊外

の観光スポットに行く際に利用している交通手段

の状況や、なぜ市内周遊がしにくいと感じるかの

理由につきまして、アンケートなどを用いて深掘

り調査をする予定でございます。 

 これらの調査結果を踏まえまして、優先的に取

り組むべき事項を整理し、具体的な取組の検討を

行ってまいりたいと考えてございます。 

●太田秀子委員  調査の結果はもちろんですけ

れども、プランに反映していただいて、そして、

地域の皆さんにも喜んでもらえる、地域に還元さ

れることも大事ですので、課題と同時に可能性を

明らかにするような調査にしていただきたいと思

いました。 

 観光客に周遊していただき満足度を高めるため

には、２次交通と併せて、その地域や観光スポッ

トについて観光客により魅力的に伝えることがで

きるガイド人材も必要と考えます。 
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 定山渓のかっぱバスは、紅葉スポットやアイヌ

文化交流センターなどを巡るバスですけれども、

ガイド検定を受け、資格を持ったボランティアガ

イドが十数人いて、それぞれ個性的で、その個性

が発揮されるガイドがとても評判を呼んで、毎

年、そのお目当てのガイドさんがいるバスに乗

る、そういうリピーターがいるのだというお話も

聞いています。 

 また、国内外の旅行を楽しむ方たちにお話を聞

くと、ガイドつきの旅行や有償ガイドをお願いし

て旅行したときなどは、とても満足度が高い、満

足感があるのだと言っています。 

 観光ガイドについては、人材育成プログラムな

ど、これまでも委員会などで質問が出ておりまし

たけれども、私からも改めて伺います。 

 ガイド人材の育成について、どのように考え、

どのように取り組んでいるのか、伺いたいと思い

ます。 

●葛西観光地域づくり担当部長  ガイド人材の

育成に関する取組についてお答えいたします。 

 数ある観光地の中から札幌を選んでいただいた

観光客の満足度を高めるとともに、今後も何度も

訪れていただくためには、単に有名な観光スポッ

ト巡りをするのではなく、体験や地元の人との交

流を通じて、その地域の魅力を深く実感していた

だくことが重要と認識をしてございます。 

 そのためには、地域の歴史やエピソードに関す

る専門的な知識を有し、それを観光客に魅力的に

語り、価値ある体験を提供できるようなガイドの

育成が必要と考えております。 

 現在、旅行会社や宿泊施設などの観光関連事業

者を対象として実施をしております観光人材育成

プログラム事業の中で、ガイド育成のためのワー

クショップを開催しているところでございます。 

 具体的には、ガイドに求められる基礎知識の習

得や、まち歩きコースの検討、参加者同士でのガ

イドの実践などを通しまして、ガイド力の向上に

取り組んでいるところであります。 

●太田秀子委員  市内の観光スポットになり得

るものとして、例えば、アートでは東区のモエレ

沼公園のイサムノグチの遺作とか芸術の森の野外

美術館とか、歴史の分野では厚別区の開拓の村と

か北海道博物館とか、そして、アイヌ文化や地名

の由来なども、多岐にわたって、地域にとってか

けがえのない魅力となっています。プラン案の観

光振興の意義にあるように、観光客が札幌の魅力

に触れることで市民が価値を再確認する、愛着や

誇りを醸成するということが掲げられております

けれども、ここにつなげるように、市内周遊の強

化をプランに盛り込んでいただきたいと思いま

す。 

 世界を見ますと、ガイドで収入を得ている人た

ちもたくさんいるんです。お仕事にしているとい

うことです。本市も、観光のまちにふさわしいガ

イドの育成などで雇用にも貢献して、プランの充

実を図っていただくように求めて、私の質問を終

わります。 

●村松叶啓委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 最後に、宿泊税の検討状況についてを議題と

し、資料に基づき、理事者から説明を受けます。 

●青山観光・ＭＩＣＥ担当局長  宿泊税につき

ましては、令和２年第１回定例市議会の代表質問

で市長から導入表明をいたしましたが、新型コロ

ナウイルスの感染拡大による著しい社会経済情勢

の変化に伴い、検討を中断しておりました。 

 今年に入りまして、新型コロナウイルス感染症

の行動制限がなくなり、社会経済活動が着実に回

復基調となってきたため、一時中断をしていた検

討を再開し、宿泊事業者をはじめとする観光関連

事業者などとの協議を行っております。 

 本日は、宿泊税の制度や税額、使途の考え方に

ついての現段階における本市としての案について
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ご報告をさせていただきます。 

 詳細につきましては、観光・ＭＩＣＥ推進部長

からご説明いたしますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  お手元にお配

りしました資料に沿いましてご説明をさせていた

だきます。 

 まず、札幌市の観光行政における宿泊税の必要

性についてでございます。 

 札幌市が、今後激化することが予想される都市

間競争に対応し、持続可能な観光を推進していく

ためには、来訪者が快適に過ごしていただける環

境の整備、観光資源の磨き上げなどに取り組んで

いく必要がございます。今後、より一層、こうし

た取組への投資を拡大していくため、これらの投

資の原資の全てを市民からの税金だけに頼るので

はなく、受益者となる来訪者の皆様にも一部をご

負担いただくことが妥当であると考え、宿泊税の

導入を検討しているものです。 

 続いて、現在検討しております宿泊税の制度に

つきましてご説明申し上げます。 

 まず、札幌市における宿泊税の税額は、宿泊料

金５万円を境に、５万円未満の場合は200円、５

万円以上の場合は500円と考えてございます。 

 この税額の設定に当たり重視した点として、ま

ずは、納税していただく宿泊者にとっての分かり

やすさでございます。これは、本市における宿泊

者の99.8％の方が宿泊料金５万円未満に収まるこ

とから、今後、本市が求められる新たな課題への

対応も見据えたものとして、200円という設定を

いたしました。 

 続いて、重視した点は、実際の徴収をお願いす

る宿泊事業者の事務負担の軽減でございます。 

 ５万円以上の料金の宿泊客は、現状において

0.2％にとどまり、一律での税額設定と比較して

多大な事務負担をお願いするものではないと考

え、この金額を設定したところです。 

 なお、北海道が現在検討を進めております道税

につきましては、宿泊料金１万円未満の場合100

円、１万円以上５万円未満の場合は200円、５万

円以上の場合は500円となっており、市税との合

算額は資料に記載のとおりとなってございます。 

 次に、その他の制度内容についてです。 

 特別徴収義務者につきましては、旅館業法の許

可を受けたホテル、旅館、簡易宿所の経営者と住

宅宿泊事業法の届出をした住宅民泊の経営者と考

えております。免税点及び課税免除につきまして

は設けないものと考えてございます。宿泊税とは

直接関わりませんが、入湯税につきましては減額

しないものと考えております。 

 制度の見直しでございますが、宿泊税条例の施

行後、定期的に見直しを行うものと考えてござい

ます。 

 なお、特別徴収義務者に対しては、事務負担を

考慮した報奨金制度を設けることを検討しており

ます。 

 また、修学旅行をはじめとする教育旅行への政

策的配慮につきましては、北海道の宿泊税の使途

として、道の懇談会において検討がなされており

ます。 

 続いて、想定税収額についてです。 

 これまでで宿泊者数が最も多かったコロナ禍前

の2018年度、延べ宿泊者数に税額を掛け合わせ、

単年度で約27億5,000万円の税収を見込んでござ

います。 

 続いて、宿泊税の使途の考え方についてです。 

 まず、来訪者が快適に過ごせるため、受入れ環

境の整備とおもてなしの向上に関しましては、宿

泊施設や公共交通のバリアフリー化、観光施設、

宿泊施設の受入れ環境整備の支援、２次交通の課

題解決に向けた取組、観光バス対策、観光案内機

能の充実などを想定しております。 

 次に、来訪者にとって、より魅力的な観光都市

であるための観光資源の磨き上げと付加価値の向

上に関しましては、観光コンテンツの高付加価値

化支援、都市型スノーリゾートの推進、定山渓地
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区の魅力アップ、アドベンチャーツーリズムの推

進、持続可能な雪まつりの運営、新たな観光コン

テンツづくりなどを想定しているところです。 

 次に、持続可能な観光地経営の推進に関して

は、宿泊業界の人材育成・確保、ＤＸの推進、省

力化、環境配慮、省エネ化のほか、観光関連施設

の災害対策支援などを想定しております。 

 なお、これらの使途のさらなる具体化につきま

しては、宿泊税の導入に向けた関連業界の皆様へ

の説明の場などを通じて丁寧な意見交換を行いま

して、ニーズの把握に努めながら事業を構築し、

来訪者の満足度向上、本市の観光産業の持続的な

発展を目指してまいります。 

 また、今後は、観光関連団体の皆様との協議を

さらに重ねまして、制度の案が固まりましたら、

改めて議会にご報告をしてまいりたいと考えてお

ります。 

●村松叶啓委員長  それでは、質疑を行いま

す。 

●森 基誉則委員  私からは、宿泊税の検討状

況について、北海道との関連で伺っていきます。 

 道内における宿泊税は、2019年11月に倶知安町

で導入されて以降、本市をはじめとする複数の市

町村で導入の検討がなされていると聞いていま

す。 

 市町村での宿泊税の導入検討と並行して、道に

よる観光振興を目的とした新税の導入も検討され

ており、道議会における議論や有識者懇談会の様

子などは新聞やテレビなどでも報じられていると

ころです。 

 先日も、北海道が宿泊者へのアンケートを実施

しているという報道がありまして、それにおいて

は、各市町村の宿泊税には触れていなかったよう

です。 

 道による新税の導入が行われることになった場

合、本市のように宿泊税を独自に導入する自治体

においては、道税と市税の両方が課税されること

になるため、道との協議は重要なものになりま

す。 

 そこで、質問です。 

 今年度に入って宿泊税の検討を再開して以来、

北海道とはどういった協議を行ってきたのか、伺

います。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  宿泊税の検討

を再開して以来、北海道とはどういった協議を

行ってきたか、お答え申し上げます。 

 北海道とは、コロナ禍前から宿泊税の検討を進

めており、協議を行ってございまして、今年度に

入ってからも、税額をはじめとする制度内容につ

いて、事務レベルでの協議を継続して行ってきて

いるところでございます。 

 また、本市と同様に宿泊税の導入を検討してい

る函館市、小樽市など六つの市とも情報共有を

行ってきており、北海道の担当者を交えて意見交

換を行うなど、道との協議を共同で進めてまいり

ました。 

 加えて、北海道が主催する観光振興を目的とし

た新税に関する懇談会に出席しまして、道と市町

村の役割分担や、道税と市町村税の総額に対する

負担感について配慮を求めるなど、市町村との丁

寧な協議、調整に努めるよう、道に対して要請し

てきたところでございます。 

●森 基誉則委員  コロナ禍前からやってい

て、再開されて、道ともいい協力体制を築き上げ

ているというお話でしたけれども、現在、北海道

は、市町村を回って意見聴取を行ったり、市町村

へのアンケートも実施しているという報道もあり

ますから、本市からの要請も一定の効果があった

のではないかと受け止めています。 

 本市の宿泊税については、先ほどの説明にも

あったように、大まかな枠組みが固まってきてい

るように見受けられますが、道の新税に関する検

討内容は、有識者懇談会の資料や報道からは、ま

だしっかり固まっていないように思います。 

 本市としては、しっかりと議論を進めている状

況にある一方で、道の動きが少々鈍いのではない
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かと感じています。 

 そこで、質問です。 

 北海道との検討状況に差ができている状況の中

で、今後、道とはどういった点についてどのよう

に協議を行っていくつもりか、伺います。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  今後、どう

いった点について、どのように北海道と協議を

行っていく考えか、お答え申し上げます。 

 宿泊税の導入に当たりましては、宿泊者や宿泊

事業者の混乱を招かないために、導入時期ととも

に課税対象や課税免除など、税の制度が極力そろ

えられるよう、道と市町村が協議を行っていくこ

とが重要と認識してございます。 

 また、宿泊事業者からは、札幌市と北海道の税

の使途について適切な役割分担に基づき整理する

よう強く要望をいただいているところでございま

す。 

 このため、ほかの導入検討自治体の検討状況や

制度に対する考え方なども伺いながら、連携して

北海道と協議を行ってまいりたいと考えてござい

ます。 

●森 基誉則委員  宿泊税の導入に当たって

は、宿泊者や宿泊事業者にとって分かりやすい制

度とすることは必須だと考えます。 

 宿泊事業者などの意見にしっかりと耳を傾けな

がら、宿泊税の早期導入を成し遂げていただきた

いと要望しまして、質問を終わります。 

●太田秀子委員  宿泊税は、宿泊事業者が地方

自治体に代わって宿泊者から税を徴収し、地方自

治体に納めるという特別徴収制度によるものとし

て、これまで、東京都に始まり、大阪府、京都

市、金沢市、福岡市、長崎市、北海道では倶知安

町などで導入しています。 

 これは、総務大臣との協議を経て同意を得た場

合に、地方自治体が独自に課すことができる法定

外目的税であり、札幌市ではこれまでになかった

ものです。 

 本市においては、観光振興を目的とし、来訪者

に快適に過ごしていただける環境づくりや目的地

として選んでもらい、また、来てもらうための観

光資源の磨き上げに使うということをおっしゃっ

ています。 

 そして、これらの原資を、市民からの負担だけ

によるものではなく、一部を来訪者にも負担して

もらうというものだそうです。 

 宿泊税は目的税であることから、使途が観光振

興に資する事業となるのは当然のことですけれど

も、本市の観光振興に資する事業は、先ほど説明

にありましたけれども、観光・ＭＩＣＥ推進部の

事業のみではありません。 

 伺いますけれども、宿泊税導入後、その使途と

なる事業をどのように組み立てていくのか、お聞

きします。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  宿泊税導入

後、その使途となる事業をどのように組み立てる

のかにお答え申し上げます。 

 宿泊税の使途は、現在策定中の第２次観光まち

づくりプランで示す方向性の実現に向け、宿泊業

界をはじめとする観光業界の皆様との協議を継続

的に行いながら事業構築を行っていく考えでござ

います。 

 具体的には、毎年度の予算編成におきまして、

全庁的な事業の中から宿泊税を充当する事業を計

上し、議会の議決をいただいて事業化をすること

となります。 

●太田秀子委員  観光振興目的といっても、幅

広い事業が考えられ、例えば、先行する福岡市で

は、観光案内機能の強化などの経済観光文化局が

実施する事業のほか、交通局による博多駅のエス

カレーターの増設工事などにもこの宿泊税が充当

されていました。 

 使途については、納税者や特別徴収義務者であ

る宿泊事業者の皆さんの納得を得られるものでな

ければならないと思います。 

 質問ですが、宿泊税の使途について、納税者や

宿泊事業者の納得をどのように得ていくおつもり
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なのかを伺います。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  宿泊税の使途

について、納税者や宿泊事業者の納得をどのよう

に得ていく考えなのか、お答え申し上げます。 

 宿泊税を先行導入している自治体では、毎年度

の予算編成に当たって、翌年度の宿泊税の使途を

公表してございます。また、決算に当たっても、

宿泊税を活用して具体的にどのような成果が上

がったのか、公表しているところです。 

 本市においても、こうした先行自治体の事例を

参考に、使途の公表を通じて、納税者や宿泊事業

者にご納得いただけるよう、しっかり説明を行っ

てまいりたいと考えているところでございます。 

●太田秀子委員  宿泊税の具体的な使途は、今

のお話にありました毎年度の予算編成において、

議会の議決を経て決めると。つまり、お金の流れ

としては、宿泊事業者さんを経由して入ってくる

宿泊税、税金ですけれども、一般会計に入って、

毎年の予算のときのように、各部局が翌年度の事

業予算として観光振興に資する予算を要求して、

財政に認めてもらって予算がつくということです

ね。ですから、宿泊税として幾ら入って幾ら出て

いるか公表するというお話でありましたけれど

も、ちょっと分かりづらいかなと思ったところで

す。 

 では、次の質問に行きます。 

 次に、課税免除について伺います。 

 日帰り観光は別として、宿泊の目的を問わず、

札幌市内に宿泊すれば誰でも宿泊税が課税される

ものですが、課税免除は設けないとのことでし

た。札幌への来訪理由は、観光に限らないと思い

ます。受験や通院や介護のほか、修学旅行など

様々な理由があります。 

 先行事例を見ますと、倶知安町のように、修学

旅行や学校行事に参加する児童生徒、学生、その

引率者ですとか、町内で職場体験を行う生徒や学

生さんは課税免除としている自治体があります。 

 ここで、質問しますが、このたびの制度案の作

成に当たり、課税免除についてどのように検討さ

れたのか、伺います。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  制度案の作成

に当たり、課税免除についてどのように検討して

きたのか、お答え申し上げます。 

 課税免除の仕組みを運用するためには、宿泊者

と宿泊事業者の間で、宿泊の目的を客観的に証明

するための申請と、その受付、確認を行う事務が

発生することとなります。 

 これまで、宿泊事業者の皆様との意見交換で

は、徴税事務における負担を極力軽減してほしい

という声を多数いただいており、こうした事務負

担が増す可能性がある課税免除は設けないものと

して、現在検討を進めているところでございま

す。 

 一方で、道税と市税で課税免除の対象が異なる

ことは宿泊者や宿泊事業者の混乱につながること

から、課税免除の導入の是非や制度の内容につい

ては北海道と札幌市で合わせることが望ましいと

考えてございまして、今後も北海道と協議を行っ

てまいりたいと考えております。 

●太田秀子委員  宿泊事業者の負担軽減を考え

ると、なるべく簡素なものがいいなということは

よく分かります。そうしますと、宿泊者は観光目

的で宿泊していなくても税負担を強いられると。

そうではない方法、課税免除もできるのだけれど

も、本市は事業者負担の軽減を考えたということ

なのでしょうかね。 

 しかし、事業者にとっても、負担は軽減になる

けれども、負担軽減にすぎないというふうに思う

のですね。負担は増えるわけです。 

 そこで、質問します。 

 先ほど、特別徴収義務者、宿泊事業者の事務負

担に関して報奨金制度を検討しているとの説明が

ありましたが、この特別徴収義務者への報奨金制

度についてどのようなものを考えているのか、伺

います。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  特別徴収義務
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者への報奨金制度について、どういったものを考

えているかということにつきましてお答え申し上

げます。 

 宿泊事業者の事務負担に対しては、一定の配慮

を検討する必要があるとしまして、令和元年度に

諮問した札幌市観光振興に係る新たな財源に関す

る調査検討会議から答申を受けているところでご

ざいます。 

 先行自治体におきましても、宿泊税の申告と納

入に要する事務負担を考慮し、あわせて、特別徴

収制度の円滑な運用を図ることなどを目的に報奨

金の交付を行ってございます。 

 その交付額につきましては、納入期限までの申

告納入を条件に、申告納入された宿泊税額の

2.5％に相当する額を交付している場合が多いこ

とから、これらを参考に本市における制度を検討

してまいりたいと考えてございます。 

●太田秀子委員  やっぱり、納入による事務負

担が増えることへの配慮だということでありま

す。 

 この宿泊税は、インバウンドに限らず、宿泊す

る市民、国民にも税負担をしてもらうものですけ

れども、私は、質問の最初に言いましたし、資料

の一番最初に必要性が書いてありますけれども、

来訪者に快適に過ごしていただける環境づくり

で、また来たいと思っていただけるための観光資

源の磨き上げ、その原資の全てを市民からの税金

だけに頼るのではなく、来訪者にも一部負担して

いただくことが妥当であると書かれています。 

 つまり、既に市民の税金でやってきたけれど

も、宿泊税の導入で、それはなくなるのかという

とそうではなくて、市民の税金は使わないという

わけではなくて、これまで使ってきたものと法定

外目的税の宿泊税もある、これから導入されれば

あると。先ほど、宿泊税とは違うという説明があ

りましたけれども、温泉地の入湯税はそのままだ

というお話でした。 

 そして、北海道が宿泊税を導入するということ

であれば、もう二重にも三重にも税金がかかるん

じゃないかというイメージです。観光振興目的で

税金を払うことが二重にも三重にもなるというふ

うに私はイメージしました。税本来の在り方とし

て、これでいいのかなと疑問も残るところです。

やはり、何といっても納税者の理解が必要ですか

ら、もっと議論を重ねることを求めます。免税で

すとか負担軽減、そして、宿泊税によらない観光

振興など、時間を十分かけていただいて検討すべ

きだと申し上げて、私の質問を終わります。 

●丸山秀樹委員  １点だけ質問をさせていただ

きたいと思っているのですけれども、今回、私た

ち公明党としても、宿泊税については、代表質問

の中にも盛り込ませていただいたところでござい

ます。 

 その中で、このことにしっかり注意して、特別

徴収目的税として進めるべきだという話を盛り込

ませていただいたのですけれども、その一つは、

やはり、目的がしっかりあるということ、その使

途が明確であるということ、そして、そのことを

理解が得られるように周知、広報もされていくと

いうことが大事なのだという話でございます。 

 札幌市は、約27億5,000万円ほどの大変大きな

収入を特別税として得て、どういう利用をしてい

くかということを今回の資料の中でも示していた

だいているのですが、正直に申し上げると、道か

らのそうした情報が非常に不足していると私は

思っております。 

 特に、今後もですけれども、札幌市と道との打

合せをなされると思うんですよね。そのときに、

札幌市がこの中で徴収される27億5,000万円とい

うお金は決して小さなお金ではない、道だってこ

れと同じぐらいの金額を道税として得ていくとい

うことだとすると、札幌市に対してそれがしっか

り還元されていかなければならないというところ

があると思うんです。 

 なので、それが道全体で受け取ったものとして

平準化されるのではなくて、札幌市に対してしっ
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かりとした税の使い方を示してもらわなければい

けないということを道に対しても働きかけていく

必要があると思うんですけれども、その辺の道へ

の対応と、具体的に札幌市に対して、そうした税

を受け取った側の責務として還元していくという

ような話をしっかりとしていく必要があると思う

んですけれどもいかがか、伺います。 

●北川観光・ＭＩＣＥ推進部長  北海道に対し

まして、札幌市として道分の宿泊税の還元を求め

ていく、また、市の考えをどのようにお伝えして

いくのかというご質問に対してお答え申し上げま

す。 

 北海道と宿泊税の協議を進めていくに当たりま

しては、常に観光部局それぞれの関係の深い部

署、それから、スタッフを含めてやり取りをして

いるところでございます。 

 今ご指摘のありました市町村に対しての還元と

いう部分につきましては、札幌市のみならず、ほ

かの導入を検討している市町村とも、やはり同じ

ような考えで北海道に意見を提案しているところ

でございます。 

 今後、使途の明確化も北海道のほうで検討して

いくということを聞いておりますので、北海道の

使い道の見える化に当たりまして、私どもは今ま

でも要求しておりますけれども、同様に今のよう

なことを北海道に対して要求していきたいと考え

てございます。 

 札幌市への還元ということにつきましては、ま

さに使途の部分ではっきりしていくことが表裏一

体で重要かと思いますので、札幌市の使途はこう

です、北海道庁の使途はどのようなことかと突き

詰めていく、こういったことが大事かなと考えて

ございます。 

●村松叶啓委員長  ほかに質疑はございません

か。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

●村松叶啓委員長  なければ、質疑を終了いた

します。 

 以上で、委員会を閉会いたします。 

    ―――――――――――――― 

      閉 会 午後３時46分 


